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周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会  

開催要綱  

1∴恵旨   

現在、周産期の救急医療体制の充実が全国的に非常に重要になって   
いることから、妊産婦が安心して子供を産み・育てることができるよ   

う、早急に対策を講ずる必要がある。このため、周産期の救急医療体   

制の強化が図られるよう、周産期医療と救急医療の確保と連携の在り   
方について検討する。  

2、二Ill亮討享牢   

（1）周産期医療と救急医療の確保の在り方   

（2）周産期医療と救急医療の連携の基本的枠組み   

（3）その他  

3．構成員  

厚生労働大臣及び構成員（別紙）で構成する。  

巨二重画  

（1）本会議の庶務は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課と  

協力しつつ、同省医政局指導課で行う。  

（2）議事は公開とする。  

（3）本懇談会の構成員については、厚生労働大臣が委嘱する。   



資料1－1  

平成21年  月   日  

周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会 報告書（案）   

～周産期救急医療における「安心」と「安全」の確保に向けて～  

第1 はじめに   

救急医療は直接患者の生死に関わる医療で、我が国のすべての地域において万全の提  

供体制を整える必要がある。しかし現状は、平成20年10月に東京都で起きた事例等  

にもみられるように、解決すべき様々な問題を抱えており、国民が真に安心できる救急  

医療体制の整備を行うことはまさに緊急の課題と言える。   

中でも、周産期救急医療は少子化対策の観点からもその体制整備が急がれており、国  

民が安心して出産に臨める医療環境の実現に向けて効果的な施策の実行が求められて  

いる。周産期救急医療には母体・胎児の救急医療と新生児の救急医療があり、それぞれ  

の特徴を明確に認識しつつ体制整備の検討を行うことが必要である。   

日本の新生児死亡率はすでに1980年代から国際的に最もすぐれた成績に到達し  

ている（「人口動態統計」厚生労働省）。この成果は長年に亘る地域における新生児集  

中治療管理室（以下、「NICU」という。）の整備と、母体搬送・新生児搬送という  

施設間連携医療体制の普及によって得られたものである。中でも、低出生体重児をはじ  

めとするハイリスク新生児の出生数が急速に増加（10年前の約1．5倍に増加：厚生  

労働科学研究）している近年の悪条件にも関わらず新生児死亡率を低下させ続けている  

のは、我が国の新生児医療の力によるものであると言える。しかしながら、同時に、こ  

のハイリスク新生児の増加による新生児医療提供体制の不備も明らかとなってきた。現  

実に1年間に約4万人の疾病新生児・低出生体重児が新生児集中治療を必要とする等の  

需要の増大に対する対策が必要になっている。   

一方、妊産婦死亡率（出産10万対）も戦後劇的に改善した。1955年に161．  

7であったものが2007年には3．1にまで低下し、日本は現在国際的にも妊産婦死  

亡率の最も低い国の一つに数えられている。特に、施設分娩の普及や輸血体制の整備及  

び周産期医療対策事業の推進等の成果として、通常の産科疾患による死亡は著しく減少  

している（「人口動態統計」厚生労働省）。その結果、一方で、元来頻度の低い脳血管   



疾患などの間接原因による母体死亡が顕在化してきており、今後、さらに妊産婦死亡率  

を改善するためには、早急にそれへの対策を立てることが必要である。   

周産期救急医療体制はこれまで医療機関相互の連携を中心に整備されてきた。また、  

母体救急疾患は母体と胎児・新生児の診療を同時に行うという特殊性があり、周産期医  

療体制は従来より一般の救急医療とは別に構築されてきた経緯がある。すなわち、平成  

8年度から予算化された周産期医療対策事業により、都道府県が設置し現場関係者も参  

加する周産期医療協議会で総合的に計画され、産科と新生児の医療を中心とした総合周  

産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センター（以下、「周産期母子医療セン  

ター」という。）の整備が各都道府県において進められてきた。それによって構築され  

てきた医療体制を維持・発展させることは今後も継続しなければならない。一方、周産  

期母子医療センターの中には、一般救急及び関連診療科（脳神経外科など）が併設され  

ておらず、通常の産科疾患の診療はできても、合併症を有する妊婦の救急患者に対応で  

きない施設が存在する。また、産科救急患者の受け入れにはNICUの充実が必要であ  

るが、近年、NICUの不足と新生児専門医の不足、担当スタッフの労働条件の悪化等  

により受入能力の低下が顕著になっている。妊婦の救急患者搬送体制の改善にあたって  

は、これらの問題も踏まえて検討する必要がある。   

本懇談会では、前述した東京都の事例を検証し、抽出された問題点を整理した上で、  

今後の日本における周産期医療と救急医療の確保と連携のあり方、及び課題解決のため  

に必要な対策について検討した。関連領域の専門家と市民代表の委員が議論を重ね、さ  

らに参考人として有識者を招請して広範な視点からの意見を加え、今般、以下の提言を  

取りまとめたのでここに報告する。  

第2 現状の問題点  

1 周産期救急医療を担うスタッフの不足   

（1）産科医不足   

東京都東部の事例で母体搬送が遅延した原因のひとつとして、当初受入要請のあった  

総合周産期母子医療センターの産科当直体制が完備していなかったことが挙げられる。  

この背景に、産婦人科の医師数が全体として減少している中で、勤務が特に過酷な産科  

（周産期医療）に従事せず婦人科に専従する医師、あるいは出産や育児を機に離職又は   



休職せざるを得ない女性医師の割合が増えている実情がある。早急な対策を講じなけれ   

ば、今後、現場の産科医不足が更に悪化する可能性がある。  

（2）新生児医療担当医不足   

新生児医療は急速に発達してきたが、その医療を担当する医師は絶対的に不足し、そ  

れが最適の周産期医療体制を構築するための障壁となっている。NICUは独立して当  

直体制または交代勤務体制を維持する必要があるが、十分な人数の新生児医療担当医を  

確保できていない施設が少なからず存在する。また、新生児科は標梼科として認められ   

ておらず、新生児医療の専門医養成を行う講座を有する大学医学部も数えるほどしかな  

い。これまで新生児医療は小児科の一領域として発展してきたが、高度医療である新生  

児医療に対する需要が高まる中で、専門的に担当する医師を養成し、医療現場に供給す   

る体制整備が必要である。  

（3）麻酔科医不足   

手術麻酔における麻酔科医の重要度が高まっているにもかかわらず、現在、麻酔科医  

は絶対的に不足している。周産期医療分野でも、麻酔科医不足は深刻で、帝王切開術の  

麻酔を産科医が施行することも少なくない。特に、予定手術よりも母児のリスクが高い  

緊急帝王切開術が多く実施される周産期母子医療センターにおいては、麻酔科医の確保  

が強く求められているが、現状では十分に対応できていない。  

（4）救急医療を担う医師の不足   

救急科専門医は三次救急医療施設である救命救急センターと二次救急医療施設のご  

く一部で勤務しているものの、その絶対数は相当少ない。我が国の救急診療の多くは、  

急性心筋梗塞、脳血管障害及び外傷など急性疾患の種類に応じ、各診療科医師が一般診  

療との兼務により対応している実態がある。しかし、その医師達も過重労働、救急医療  

の高度化および医療訴訟に対する危倶から救急診療を敬遠する傾向にある。この結果、  

救急医療を担う医師の絶対数が不足している。  

（5）分娩を取り扱う助産師の不足  

地域においては、合併症のない妊産婦及び新生児のケアを担う助産師が不足している。  

また、院内助産所・助産師外来の普及やハイリスク妊娠・出産の増加とともに、助産  
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師の保健指導等への関与がこれまで以上に必要となっている。  

（6）新生児医療を担う看護師の不足   

新生児医療現場は常時3床当たり1名の看護師配置が求められるNICUと、常時8  

床当たり1名の看護師配置が求められるGCU（NICUに併設された回復期病室）か  

ら構成されている。新生児医療ニーズに比してNICUの絶対数が不足している地域で  

は、NICUは恒常的に満床の状態にあり、NICUへの新規入院患児が出ると，NI  

CUで管理している児をGCUに移して対応している実情がある。このためGCUにお  

いてNICUと同等の看護需要が生じ、全体として高度な新生児医療に対応できる看護  

職員が不足した状態で運営されている。一方で、NICUに空床がある場合でも、看護  

職員の配置ができずに縮小して運営している施設も存在する。  

2 周産期医療機関の機能と相互連携の問題   

周産期母子医療センターはハイリスク患者を多く取り扱うべく整備されてきたが、地  

域のニーズ増大に対して、妊産婦救急症例及び低出生体重児、疾病新生児の受入能力が  

不足している。この患者受入能力の不足は、1に記した医療スタッフの不足と受入可能  

病床の不足が主な原因である。特にNICUは恒常的に満床かそれに近い状態にあり、  

これが周産期救急患者の受け入れを困難にしている。   

周産期母子医療センターにおける空床確保の困難に拍車をかけている要因として、周  

産期母子医療センター以外の施設でも対応可能な軽症例が周産期母子医療センターに  

搬送される傾向が強まっていることが挙げられる。これには、医師不足等により周産期  

母子医療センター以外の地域の中核病院の機能が低下していることに加えて、医療機関  

の過度のリスク回避行動及び患者の大病院志向が関与している。   

さらに、初期の産科医療機関の減少により、地域によっては周産期母子医療センター  

に正常分娩が集中し、それがハイリスク患者のための空床確保を困難にしている。また、  

NICUが満床となる理由には、低出生体重児の出生増加によって、NICU需要が拡  

大していること、また、NICU退室後の重症児に対する支援体制が十分でないことな  

どから、NICUから退室できずに長期入院を続けている重症児が存在することなども   

ある。   



叫方、医療スタッフの不足は、必要な当直医師数の確保などを困難にし、当直医が一  

人の患者の診療に当たっていれば、新たな救急患者が受け入れられない状況も生じてい   

る。  

これらのことが重なって、多くの地域で周産期母子医療センターがその機能を十分に  

果たせられない実情がある。総合周産期母子医療センターが一施設のみの地域において  

は、当該センターがかろうじてその機能を果たしている場合も多いが、総合周産期母子  

医療センターが複数存在する大都市では、多数の患者を複数の総合周産期母子医療セン  

ターで分担して受け入れる体制をとる必要があり、結果として搬送先の選定に時間を要  

する事例が発生している。また、ベッド不足や人員不足には地域間格差が存在し、地域  

内での患者受入能力が不十分な地域では隣接県の施設に依存せざるを得ない状況も存  

在する。特に、首都圏では県境を越えての搬送が常態化しており、より広域の連携の必   

要性も生じている。  

3 周産期救急医療と一般救急医療の連携の問題   

周産期医療体制は一般産科救急医療と胎児・新生児救急医療の範囲では、ほぼ自己完  

結的に対応することが可能で、特に新生児に関するネットワークは比較的順調に運用さ  

れてきた。一方、母体救命救急においては、一般救急医療及びその関連診療分野との連   

携が受入体制の確保のため極めて重要であるが、現状は十分な体制が確保されていると  

はいえない。周産期母子医療センター等に母体救命救急に対応可能な体制が併設されて  

いる施設においても、施設内での適切な連携体制が取られていない場合もあり、また、  

同一施設に一・般産科救急と新生児救急のいずれかが存在せず、施設間連携が必要な地域  

においてはその連携体制が十分整備されていないところも存在する。   

また、適切な対応を行うためには、初期、二次周産期医療機関において、個別症例ご  

とに、通常の周産期医療体制によって対応するか、母体救命救急症例として対応するか  

を判断する必要があるが、その判断基準について地域の医療機関と消防機関との間でコ  

ンセンサスが必ずしも形成されていない。  

4 情報システムの問題   

周産期救急情報システムは、情報の更新を各医療機関に依存しているために、緊急時   

に必ずしも有用でない場合がある。また、情報のセンター化が遅れている地域や情報の  

迅速活用ができていない地域も存在する。さらに、情報システムが都道府県ごとに別個  
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に運営されているため、閲覧できる受入可能な医療機関の情報が県内に限られてしまう  

ため、県内の医療機関の受入能力が不足している地域では、搬送先の選定に困難を生じ  

る場合がある。   

また、周産期医療体制構築の経緯が既述の背景を持っことから、一般救急のための救  

急医療情報システムと周産期救急情報システムがそれぞれ独立して運用されている都  

道府県が半数以上認められ、そのような地域では、母児両方に適切な医療を提供できる  

受入医療機関の選定を円滑に行えない場合がある。  

5 妊産婦死亡の実態が不明   

妊産婦死亡は、死亡診断書の記載時に、死亡と妊娠が関係づけられない場合には、統  

計上把握できない。間接死亡等の症例を含めれば、我が国の妊産婦死亡率は35％高い  

値になることが指摘されている（厚生労働科学研究）。妊産婦死亡に関するデータを、  

標準的診療の設定、医療体制の改善及び疾病予防に正しくフィードバックできるように、  

死亡診断書の記載内容のあり方を見直し、正確な妊産婦死亡の実態を把握する必要があ   

る。  

第3 基本的な方針（検討における大前提）   

具体的な検討を行うに際し、議論の方向性を集約化するため、以下のような方針を大  

前提とした。  

1 国の責務   

少子化社会にあって、妊産婦・胎児・新生児を対象とする周産期医療が明日の日本社  

会を構築する基盤であるという認識のもと、政府として万全の体制を整備していくとい  

う意思を表明し、この領域における医療の「安全」と子を出産し育てることへの国民の  

「安心」と「希望」の確保を最優先することを国の責務とする。   

周産期医療は、複雑な医療提供体制の中の一部であり、周産期医療のみを視野に入れ  

た全国画一的な対応では問題の解決が困難であることを自覚し、医療提供体制全体を捉  

えた上で、机上の空論に陥らず、現状を十分に踏まえた解決方法を模索しなければなら   

ない。   



医療提供体制は、都道府県が責任を持って構築すべきものであるが、国は日本全体を  

見据えた方向性を示す責務がある。   

医療現場に対しては、これ以上の負担を増やさず、国の力で負担を軽減させる方向で  

財政支援や診療報酬上の措置等の対策を検討すべきである。  

2 地域の役割   

医療提供体制は地域ごとにそれぞれ異なった特性を有しており、国としての総括的な  

対応に加え、それぞれの地域においてその特性を踏まえた効果的な対策を講じなければ  

ならない。地方自治体や地域の医療コミュニティが動かなければ、問題は解決しないこ  

とを念頭に置くべきである。   

特に地方自治体は周産期救急医療体制が抱えている問題を正しく認識し、各種政策課  

題の中でその問題解決の優先度を適切に決定する責任がある。   

地方自治体は、地域における医療コミュニティとの連携を密にし、上記課題に対する  

対策を検討する必要がある。  

3 医療現場の役割   

医療機関の管理者は、周産期医療と救急医療の諸問題の重大さを認識し、その解決に  

向けて努力しなければならない。   

医療機関においては、医療の高度化と専門化により診療科別あるいは臓器別の医療に  

流れがちであるが、救急医療では複数診療科の連携が不可欠であり、管理者は、産婦人  

科、小児科（新生児）、麻酔科、救急医療に関連する診療科及び救命救急センター等が  

協働して診療できる体制の構築に努める必要がある。   

一方、医療従事者は、医療に関わる様々な問題について自らもその原因を抽出すると  

ともに、国に対して情報を発信し解決を目指した提言を行うべきである。また、救急医  

療では各診療科に関わる医学的知識と診療行為が必要であり、周産期に生じる急性病態  

についても、各診療科が協力してデータを集積、分析し、研究を進めていく必要がある。  

4 国民、地域住民の協力   

より良い医療体制を保持するためには、地域住民の理解と協力が不可欠であり、患者  

側からの視点による問題点の指摘や要望の発信を行うなど、周産期医療、救急医療の体   

制向上への国民の積極的な関与が期待される。  
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第4 周産期救急医療体制についての提言   

上記前提を踏まえつつ、周産期救急患者（妊産婦救急及び胎児・新生児救急）の受け  

入れが迅速かつ円滑に行われる体制を構築し、それらの体制を国民に対して広く可視化  

し、もって国民の安心と安全を確保するため、以下の体制整備を図る。  

1 現状の把握及び情報公開   

地域における搬送事例等の分析を綿密に行い現状把握に努める。それらの情報把握の  

あり方等については、総務省消防庁とも連携し、その詳細を早急に検討する。なお、現  

に国が保有する各種統計調査のデータ等についても、積極的な活用のあり方を検討する。  

2 関係者間の連携   

厚生労働省の救急医療担当と周産期医療担当の連携の更なる強化（平成21年1月1  

日に、朋に努める。併せて、総務省消防庁との連携に  

ついても、継続的な協力体制を確保する。また、都道府県も同様の連携体制の確保に努  

める。   

医療現場においても、救急医療部門と周産期医療部門（妊産婦救急及び胎児・新生児  

救急）及びその関係部門（脳神経外科など）の連携を推進する。なお、これについては、  

日本産科婦人科学会・日本救急医学会による「地域母体救命救急体制整備のための基本  

的枠組の構築に関する提言」（平成20年11月18日）を参考とする。また、都道府県  

は、上記連携を強化して地域の実情に即した母体救命救急体制を整備するため、早急に  

検討の場を設ける。   

救急医療施設と後方施設との連携を強化する。これについては、NICUに長期入院  

している児童への対応に関し、平成19年12月26日に4局連名通知（医改発第  

12260006号、雇児発第1226004号、社援発第1226002号、保発第1226001号）が発出  

されたところであるが、その効果を検証するとともに、更なる有効な対策を検討する。   

以上を達成するためには、行政組織や医療機関における御軒肖する必要が  

ある。  
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3 医療機関のあり方と救急患者の搬送体制  

（1）医療機関の機能のあり方  

冒頭に既述したように、産科領域以外の急性期疾患を合併する妊産婦の診療という点  

では、これまで十分な体制整備がなされてこなかったことから、今後は、現在の周産期  

医療機能を損なうことなく、それらの妊産婦にも最善の医療が提供できるよう、週星型  

医療対策事業の見直しを行う。   

また、以上の内容を考慮し、地域のニーズに沿うよう幅を持たせつつ、中長期的視点  

にたって周産期母子医療センターの碍定基準を見直す。なお、各周産期母子医療センタ  

ーは、現状で提供可能な診療機能を明示し、病態に応じた搬送先選定の迅速化に役立て   

る。  

（周産期母子医療センターの分類例）   

総合周産期母子医療センター（母体・胎児・新生児型）   

産科・MFICU・小児科（新生児）・NICU（小児外科・小児心臓外科）  

救命救急センター・麻酔科・脳神経外科・心臓外科等  

総合周産期母子医療センター（胎児・新生児型）  

産科・MFICU・小児科（新生児）・NICU（小児外科・小児心臓外科）・麻   

酔科  

地域周産期母子医療センター（母体型）   

産科・小児科（新生児）・救命救急センターー・麻酔科・脳神経外科・心臓外科等   

上記の構想に沿って体制整備の詳細を検討する。その際、既存の周産期医療提供体制   

に支障を来すことのないよう配慮しつつ、地域のニーズや症例数に見合った施設の配置   

を検討する。   

なお、特に需要の多い都市部では、産科、小児科（新生児）、麻酔科、救急医療の関  

連診療科（脳神経外科、循環器内科、心臓外科など）を有し、救命救急センターを併設  

し、必要な設備及び人員を揃えた適正な規模の医療機関の整備を進める。この場合、2  

4時間患者を受け入れる体制のため空床確保などが必要であるが、病院の運営上は不採  

算となる。それに対し、また、医療機関が積極的に救急患者の受け入れを行うためにも、  
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支援策を検討する。また、都道府県は、周産期母子医療センターの整備を進める際、地  

理的不均衡や機能的問題が生じないよう適切に配置する。  

（2）救急医療・周産期医療に対する財政支援とドクターフィー   

妊産婦の積極的な受け入れを推進するため、周産期母子医療センターに対して、週  

産期医療に関する診療実績を客観的に評価する仕組みの検討が必要である。   

医師に対しては、産科医・新生児医療担当医だけでなく、麻酔科、救急科、脳神経  

外科、循環器内科等、関連診療科医師の周産期医療に関わる活動、救命救急センター  

における医師の活動に対しドクターフィーのあり方を検討する。また、人員確保が困  

難な周産期医療に携わる助産師、看護師等に対する適正な評価も検討する。   

医療機関に対しては、救命救急センター及び二次救急医療機関での関連診療科にお  

ける妊産婦受入を推進するため、支援策を検討する。また、減少が続く初期・二次産  

科医療機関の周産期医療からの撤退を防ぐために、団産育児一時金の引き上げ等の措  

置を行う。   

上記の支援策については、診療実績等の客観的な評価に基づき講じられるべきであ   

る。  

（診療実績の評価項目の例）   

○母体について   

・ハイリスク妊娠・分娩取扱数   

・母体搬送の受入実績   

・母体救命救急症例受入実績  

○胎児・新生児について（新生児領域）   

・1000g未満児の取扱数   

・1500g未満児の取扱数   

・母体搬送の受入実績  

暮 新生児搬送の受入実績  

・新生児外科手術件数  
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なお、医師が必要に応じて、複数の医療機関で医療行為を行うことができ、かつ、そ  

の活動が適切に評価される環境を整備するため、公務員であろ 

周知するとともに、その支援策を検討する。  

（3）地域におけるネットワーク   

周産期救急医療の提供体制整備のためには、地域に根ざしたネットワークを構築する  

ことが重要であり、この地域ネットワークの構築には、周産期医療に関わるすべての医  

療機関及び医療従事者、保健福祉施設及び担当者、地域の保健医療行政の担当者及び地   

域住民の協力が必要である。  

① 初期対応と初期救急  

・都道府県及び市町村は、それぞれの地域において、診療所・助産所を含む初期・  

二次の産婦人科医療機関による救急患者の初期対応と受入状況を把握する。  

・初期対応・受入能力の低下している地域においては、二次医療機関は初期医療機  

関の協力を得て休日夜間の診療体制を強化し、必要に応じて輪番制の整備等を推進  

する。この場合、産科初期救急患者の多くを占める妊娠初期の異常は産科医療と婦  

人科医療に区別することが困難であることから、妊娠初期に症状を訴える患者に対  

しては、その鑑別にこだわらず、周産期初期救急として適切に対応する必要がある。  

・初期対応のための周産期医療ネットワ」クについては、地域の需要や患者の利便  

性も考慮した体制を確保する。  

他の診療分野の救急医療体制との連携を図り、産科以外の合併症疾患等への対応  

も円滑に行われる体制とする。  

② 高次医療機関の機能の強化と維持  

・都道府県は、地域内のハイリスク患者の管理・治療が適切に行われるように、周  

産期母子医療センターの人員及び設備の強化を図る。  

・都道府県及び地域の医療関係者は、救急患者に関わる医療情報システムを整備し、  

初期・二次及び三次の産科医療機関の問で、各医療機関の診療機能や受入状況等の  

情報の共有化を進めるとともに、その情報の有効活用を促進する。  
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・初期・二次の産科医療機関は、軽症及び中等症の患者への救急対応に関する相応   

の役割を分担し、総合周産期母子医療センターの重症救急患者の受入能力の確保に   

協力する。  

・総合周産期母子医療センターが受け入れた妊産婦及び新生児を、状態が改善した   

時に搬送元医療機関等に搬送する体制（戻り搬送）を促進する。  

国及び都道府県は、上記の体制整備に対して必要な支援策を検討する。  

（4）医療機関等におけるリソースの維持・増強  

① NICUの確保   

周産期母子医療センターにおける搬送患者受入困難の主因がNICUの満床にある  

ことから、その解消を図ることが重要である。   

低出生体重児の増加及び長期医療を必要とする新生児の増加等によって、近年NIC  

Uが著しく不足していることを認識し、平成6年度の厚生科学研究において提示された  

NICU必要病床数、出生1万人対20床を見直す必要がある。   

・都道府県は、出生1万人対25～30床を当面の目標として、地域の実情に応  

じたNICUの整備を進める。NICUの規模については、現状の人的資源、  

勤務者の労働条件、患者の利便性等を考慮して最適化を図り、設置にあたって   

は闇雲に分散させることは避ける。  

増床したNICUの適正運用のため、新生児医療を担う医師及び看護師を確保  

に努め、その対策として、例えば、新生児科の標梼や専門医の広告を認めるこ  

とや、専門看護師や認定看護師の取得を推進する。  

② 後方病床拡充とNICUに長期入院している重症児に対する支援体制の充実   

重度の呼吸障害等のため家庭に戻れずNICUに長期入院している重症児に対し、一  

人ひとりの児童にふさわしい療育・療養環境を確保するため、地域の実情に応じ、GC  

U、重症児に対応できる一般小児病床、重症心身障害児施設等の後方病床を整備するこ  

とが必要である。人員、設備ともに不十分な状況にある後方病床を整備し、NICUに  

入院している児童にとってふさわしい療育・療養環境への移行を促すことにより、NI  

CUの有効利用を可能とする。   

このため、GCUや一般小児病床等への手厚い看護職員配置など対応能力の強化や地  

域の実情に応じて重症心身障害児施設等の後方病席の整備の支援を進める必要がある。  
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加えて、退院した重症児が安心して在宅療養できるよう、地域における一時預かりサ  

｝ビスの充実や訪問看護ステーションの活用促進に向け、その整備への支援を進める。  

併せて、緊急入院やレスパイトケアに対応できる病床の確保も重要であり、独立行政法  

人国立病院機構瑚、て短期入所病床の整備の支援が求められる。   

また、患者ニードと地域の医療・福祉サービス等の支援の詳細を熟知しており、退院  

を支援する担当者（NICU入院児支援コーディネーター）を、総合周産期母子医療セ   

ンター等に配置する。   

このため、必要な支援策を検討する。  

③ 人的リソースの維持・拡充   

医療現場において医療関係者は現在きわめて過酷な条件下での勤務を余儀なくされ  

ている。この過酷な勤務の現状を放置したままで高度な医療対応のみを求めれば、医療  

関係者はさらに疲弊し、現場から離脱することが懸念される。それにより、医師不足、  

助産師不足、看護師不足や、初期分娩施設の減少が進み、既存の周産期医療提供体制の  

維持自体が困難になることは明らかで、人的リソースの維持・拡充はまさに喫緊の課題  

である。このため、以下に掲げる方策について検討し、そのための支援策を検討する。  

・医師の確保   

周産期救急医療に従事する医師がやりがいを感じつつ勤務を継続できることが妊  

婦と新生児の生命を守ることに直結しているとの認識を持たなければならない。  

産婦人科医に限らず、新生児医療担当医、麻酔科医、救急医などの実際に診療を行   

う医師を含め、時間外勤務、時間外の救急呼び出し対応（オンコール対応）等につい  

て、十分な実態把握調査を行い、適切に処遇するための医師の手当筆笹対する支援策  

皇遼東する。   

一方、医師確保のためには、当直翌日の勤務緩和、短時間正卿や交代勤務制等   

による勤務環境の改善を積極的に推進することが極めて重要である。そのためには、  

各医療機関が設定する定員数の増加が不可欠で、例えば、24時間集中治療を提供し   

ているNICUでは、新生児医療担当医を7名以上確保することが理想である。麻酔  

科医についても機能に応じて各医療機関において必要な人員を定員化する必要があ  

る。  
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また、新たに産科医や新生児担当医を目指す若手医師に対する支援、新生児斜担壁  

梼や専門医の広告を認めること等が必要である。国及び都道府県は、大学や学会等が  

行う医師養成・確保事業への支援など、周産期医療を支える医師の確保・育成に取り  

組む必要がある。  

・助産師の確保   

診療所に勤務する助産師の確保や地域で妊産婦の保健指導を行う要員等としての  

助産師の確保が必要である。また、病院においては助産師による妊婦健康診査（助産  

師外来）や、チーム医療としての院内助産所を推進する必要がある。このためには、  

地域における助産師の確保や助産師の養成を推進するとともに、教育を充実させ助産  

師の資質の向上を図る必要がある。   

約2万6千人いる潜在助産師の発掘や他科に勤務する助産師を産科に呼び戻すこ   

と、また、助産師が充足している施設から不足している施設への出向を推進する体制   

を構築することなども確保策の一つである。  

・看護師の確保   

周産期医療に携わる看護師、特にNICUの看護師の不足を緩和するため、看護師  

が専門性を高め安全に看護に当たるための研修・教育の機会を確保することも重要で  

ある。特にNICUに関係する認定看護師の養成や訪問看護師の重症心身障害児等に  

対する看護研修の強化が必要である。  

・女性医師の勤務継続支援   

離職防止及び産休・育休後の復職支援のため、院内保育所や病児・病後児保育の整  

備を促進するとともに、現存する種々の保育サービスの利用を支援する必要がある。  

また、短時間正規雇用や交代勤務制の導入等を進め、女性医師が継続して勤務できる  

環境を整備する。  

・救急隊員のスキルアップ   

妊産婦や新生児の搬送に関わる救急隊員のスキルアップのため、メディカルコント   

ロール体制の下で、救急隊員と医療関係者の連携を強化する。  
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・医師事務作業補助者の配置   

医師・助産師・看護師等が、それぞれの業務に専念できるよう、医師事務作業補助  

者を必要数配置する。  

4 救急患者搬送体制の整備  

（1）母体搬送体制   

母体搬送には、妊産婦救急のための搬送と胎児及び出生後の新生児の治療のための搬  

送がある。特に母体救命救急に対しては、病態に応じた搬送体制の整備が急がれ、以下  

の対応が求められる。   

・専門家が医学的見地から十分に検討した上で、救急患者の病態に応旦た搬送基  

準主任盛する。   

・周産期母子医療センターは、上記の基準に照らして救急患者の病態に応じた受  

△基準を作成するとともに、対応可能な病態を公表する。  

■ 周産期母子医療センターは、自院の体制を踏まえ、救急患者の受入れが円滑に  

できるよう関連診療科と綿密に協議し、連携を図る。   

・脳神経外科等の関連診療科を有しない周産期母子医療センターについては、近  

隣の救命救急センター等といつでも連携できる体制を整える。   

・都道府県は、周産期医療協議会、救急医療対策協議会やメディカルコントロー  

ル協議会といった医療関係者や消防関係者が集まる協議会等を活用し、周産期  

に関連する救急患者の受入先の選定、調整及び情報提供のあり方等を検討する。  

消防機関の搬送と病院前救護の質向上のためには、メディカルコントロール体  

制の確保が重要であり、メディカルコントロール協議会に周産期医療関係者も  

参画するなど、メディカルコントロール協議会においては周産期医療との連携  

に十分配慮する。   

・都道府県は、救急患者の搬送及び受入基準の運用にあたり、必要に応じて、重  

蜘酎こ応じた受入の迅速化、円  

遭但の方策を検討し、実施するとともに、そのために必要な医療機関に対する  

支援策を行う。  

（2）新生児搬送体制  
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NICUのない施設や自宅で出生に至った低出生体重児などを搬送する新生児搬送  

体制についても整備を強化する。都道府県が主体となって新生児搬送や母体搬送に対応  

できるドクターカーを備え、併せて運転手、搬送担当医師及び看護師を確保する。その  

場合、ドクターカーの設置施設及び搬送の具体的な運用等については都道府県の周産期  

医療協議会で検討する。  

（3）広域搬送体制   

地域の必要性に応じて、県境を越えた医療機関との救急搬送ネットワークを構築する。  

関係する都道府県及び周産期母子医療センター、周産期救急情報システムの役割につい  

ては周産期医療対策事業の見直しの中で、明確にする。   

広域搬送に際しては、救急医療用ヘリコプターや消防防災ヘリコプター等を活用した  

搬送体制を検討する。  

（4）戻り搬送   

総合周産期母子医療センターが受け入れた妊産婦及び新生児を、状態が改善し搬送元  

医療機関での受入が可能になった時に、照送元医療機関等に搬送する体制（戻り搬送）  

を促進する。この時、病院及び家族の経済的負担を軽減するための対策等も検討する。  

5 救急医療情報システムの整備  

（1）周産期救急情報システムの改良   

・都道府県は、周産期救急情報システムの運用改善及びその充実を図るため、膀  

（必要に応じて複数県が共同で設置）する。また、搬送先選  報センター   

定の迅速化等のため調整を行う搬送コーディネーターを24時間体制で配置し、  

救急搬送を円滑に進めるために必要な体制整備を行う。  

医療機関の空床情報や診療体制に関する正確な情報が迅速に伝達され、自動的  

にアップデートされ、さらに地域の関係諸機関において広く共有できるよう風  

車期救急情報システムを改良する。そのため、情報通信技術の活用を検討する。  

救急医療情報システムと周産期救急情報システムの統合または両者の連携を推  

進する。併せて、医師同士の情報交換ができる機能を付加することが望ましい。  

また、助産所からの緊急事案に対応するために、助産所からも直接アクセスで   

きるシステムが望ましい。  
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空床情報の入力や転院依頼などの諸業務を担当する医師事務作業補助者の充実  

を図る‘⊃ また、戻り搬送を円滑に推進するためには、患者や家族に納得しても  

らえる十分なインフォームド・コンセントが必要で、それを担当する看護職員  

等の配置が望まれる。  

地域によっては、県境を越えて共有できる情報システムを整備する。  

（2）搬送コ、一ディネ一夕ーの役割  

搬送コーディネーターを、地域の中核医療機関又は情報センタ「等に転置する。搬送  

コーディネーターの職種と勤務場所は、地域の実情に応じて決める。その際、要員の候  

補として、周産期の実情に詳しい助産師等の活用を考慮する。   

①搬送先照会・斡旋  

搬送コーディネーターは、24時間体制で医療機関や消防からの依頼を受け、ま  

た】般市民からの相談にも応じつつ搬送先の照会斡旋を行う。  

②情報収集  

搬送コーディネーターが医療機関に働きかけ、各周産期母子医療センターの応需  

状況に関する情報を能動的に収集・更新する。  

第5 地域住民の理解と協力の確保  

1 地域住民への情報公開   

救急医療は、地域の住民と医療提供者側とが共同で確保するものであり、より良い体  

制を保持するためには、住民の理解と協力が不可欠である。   

国、都道府県、医療機関は、住民のための相談窓口などを設け、積極的に情報の提供  

と交換を行う。例えば、アクセスが容易でわかりやすい携帯サイト等のポータルサイト  

を立ち上げ、情報センターの活用、小児救急電話相談事業（＃8000）などを充実さ  

せて、救急医療機関の情報等について、地域住民に積極的に公開する。   

なお、提供すべき情報としては、以下のようなものが考えられるが、詳細については  

今後検討を行う。  

（提供項目の例）  
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（1）地域の救急医療体制に関する基本情報  

（2）夜間休日の救急患者受入体制  

（3）住民が緊急時に医療機関にアクセスする方法に関する詳細情報  

（4）緊急時における患者や家族の対処方法に関する情報  

（5）各地域の周産期救急医療体制  

（6）各地域の分娩取扱施設・妊婦健診施設の情報  

（7）妊産婦や妊娠可能年齢の女性が留意すべき情報  

（8）新生児・乳児等の育児に関する情報  

2 地域住民の啓発活動   

地域の医療機関等を通じて地域住民に対する教育と指導を充実させ、ハイリスク妊娠  

の予防に努めるとともに、救急車の適正利用、高次医療機関の役割、戻り搬送の必要性  

等への啓発を促し、それらの活動への助産師や保健師の積極的参画を推進する。これに  

は、診療所の医師等も協力する。   

緊急時の対処方法等について、 地域が行う住民への啓発活動を支援する。   

国及び都道府県は、住民主催の勉強会の開催など地域住民による主体的な取り組みを  

支援し、住民とともに地域の周産期医療を守っていくことが重要である。  

第6 対策の効果の検証と改良サイクルの構築   

都道府県は、メディカルコントロール協議会や消防機関等と協力して、噂送先決定ま  

での時間等のデータを収集し、地域ごとの実績を定期的に公表する。   

また、国は、都道府県と協力して、周産期医療のデータ（妊産婦死亡率、周産期死亡  

率、新生児死亡率、乳幼児死亡率、上記死亡の各種疾患の内訳、死亡の場所、及びそれ  

らの地域別実績など）を分析し、定期的に公表する。   

上記のデータに基づき、国及び都道府県は、必要な対策を講じ、その効果を検証し、  

検証結果に基づき更なる改良を加える。   

周産期医療を含む救急医療体制の向上のためには、以上の取り組みを継続し、改良サ  

イクルを形成することが肝要である。  
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第7 おわりに   

本懇談会は、事案の重要さ及び緊急性に鑑み、国民が安心して出産に臨める周産期医  

療体制を整備すべく短期間で本報告書を取りまとめた。厚生労働省においては、速やか  

に必要な措置をとらんことを要請する。   

周産期救急医療体制の整備は、基本的には都道府県が地域の実情を踏まえて行うべき  

であるが、その基本方針は国が策定しなければならない。本報告書に示した提言は、我  

が国の周産期医療と救急医療を向上させるためのグランドデザインである。今後、国は、  

健やか親子21に謳う母子保健政策としての周産期医療提供体制の一層の強化に努め  

るとともに、風量艶雛般救急医療対策の中に位置づけるよう、医療計画に関  

する基本方針の改正を行い、中長期的視点から取り組むべき対策については、短期間に  

達成できるものではないことから、これを実現するためのロードマップを作成し都道府  

県等に明示することが望まれる。  
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別添  

＜主な検討事項の一覧＞  

●既に対応又は対応中の事項  

一 厚生労働省の救急医療担当と周産期医療担当の連携強化   

・医師の手当や勤務環境の改善に対する財政支援   

・母体搬送コーディネーターの配置への支援   

・出産育児一時金の引き上げ  

●平成20年度末までに検討すべき事項   

・周産期母子医療センター等の実態調査   

・周産期医療体制の整備指針（周産期母子医療センターの指定基準を含む）の見  

直し   

・周産期救急情報システムの改善   

・公務員の就業規定やその運用の見直し  

※ 周産期母子医療センター等の見直しに際しては、厚生労働科学研究班において、具   

体的な検討を行う。   

主な検討内容）周産期母子医療センターの機能の把握、再分類と指定基準、初期・二  

次周産期医療機関を含めた地域ネットワーク、周産期医療と救急医療の連  

携、周産期救急患者の病態に応じた搬送・受入基準、広域搬送、戻り搬送、  

コーディネーター、搬送・受入の迅速化・円滑化の方策、情報公開のあり  

方等  

●平成21年度以降に検討すべき事項   

・医療計画の基本方針の見直し   

・NICUの整備とその支援   

・GCUや一般小児病床等の手厚い看護職員配置など対応能力の強化   

・重症心身障害児施設等の後方病床及び短期入所病床の整備とその支援   

・周産期医療対策事業の見直し   

・周産期救急患者の病態に応じた搬送・受入基準の作成  

一 必要に応じ県境を越えた救急搬送ネットワークの構築   

・搬送元医療機関等に搬送する体制（戻り搬送）の促進   

・新生児科の標樗や専門医の広告   

・周産期母子医療センターの評価の仕組み   

・地域住民の主体的な取り組みに対する支援   

・救急搬送の実態把握   

・財政支援や診療報酬上の措置等  
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資料1－2  

平成21年 月  日  

周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会 報告書概要（案）   

～周産期救急医療における「安心」と「安全」の確保に向けて～  

1 厚生労働省の組織の連携強化による縦割り解消   

・厚生労働省の救急医療担当と周産期医療担当の連携の更なる強化  

（平成21年1月1日 救急・周産期医療等対策室を設置）  

2 周産期医療対策事業の見直し   

・周産期母子医療センターの指定基準について、地域のニーズに沿うよう幅を持た  

せつつ、中長期的視点にたって見直す   

・現行の周産期母子医療センターの診療機能を明示  

3 救急医療・周産期医療に対する財政支援とドクターフィー  

・周産期母子医療センターについて、周産期医療に関する診療実績を客観的に評価  

する仕組みを検討  

一医師の活動に対するドクターフィーのあり方を検討  

一出産育児一時金の引き上げ  

・公務員である医師の兼業規程の運用について周知  

4 地域におけるネットワーク  

ー搬送元医療機関等に搬送する搬送体制（戻り搬送）を促進  

5 医療機関等におけるリソースの稚持・増強   

・出生1万人対25～30床を当面の目標として、地域の実情に応じたNICUを  

整備   

・後方病床拡充によるNICUの有効利用  

GCUや一般小児科病床等への手厚い看護職員配置による対応能力の強化。   

・全国の重症心身障害児施設等の後方病床や短期入所病床の整備を支援  
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・人的リソースの維持・拡充   

適切に処遇するための医師への手当等に対する支援策を検討。当直翌日の勤務   

緩和、短時間正規雇用や交代勤務制等による勤務環境の改善を推進。新生児科   

の標楕や専門医の広告を認めることを検討。  

6 救急患者搬送体制の整備   

・救急患者の病態に応じた搬送・受入基準を作成   

・重症患者に対応する医療機関を定め、地域の実情に応じた受入迅速化、円滑化の  

方策を検討一実施   

・県境を越えた医療機関との救急搬送ネットワークを構築  

7 搬送コーディネーター配置等による救急医療情報システムの整備   

・情報通信技術の活用等により周産期救急情報システムを改良   

・搬送コーディネーターを地域の中核医療機関又は情報センター等に配置  

8 地域住民の理解と協力の確保  

一地域住民への情報公開   

・地域住民の啓発活動  

住民主催の勉強会の開催など地域住民による主体的な取り組みを支援し、住民  

とともに地域の周産期医療を守っていくことが重要。  

9 対策の効果の検証と改良サイクルの構築   

・搬送先決定までの時間等のデータを収集し、地域ごとの実績を定期的に公表  

■周産期救急医療を救急医療対策の中に位置づけるよう、医療計画に関する基本方  

針を改正   
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この  

児童  セ、雇用均等・  
産期医療等対策室」を設置した。  医政局に移管し、医  

○これにより、救急医療、周産期医療、小児医療、災害医療及びへき地医療   
の確保に係る業務を一体的かつ効率的に進めることとしている0  

○医政局指導課「救急凋産期医療等対策室」の組織図  

救急医療係  室長   

助成係  

小児・周産期医療係   



二重亘＿＿  

救急医療対策関係   

平成21年度予算案  

平成20年度予算100億円→平成21年度予算案205億円  

「安心と希望の医療  「経済財政改革の基本方針2008」（平成20年6月）、   
確保ビジョン」（平成20年6月）、「5つの安心プラン」（平成20年7月）等を  
踏まえ、以下の事業等に約205億円の予算額を計上し、救急医療対策の  
一層の推進を図ることとしている。   

①救急医療を担う医師の支援   

②救急医療の充実   

③管制塔機能を担う救急医療機関に対する支援   

④ドクターヘリ導入促進事業の充実   

⑤周産期医療の充実  

厚生労働省医政局指導課  



【主な新規予算案等】  

●休日夜間救急患者受入医療機関支援事業（新規）2，044，967千円（0千円）   

救命救急センター及び第二次救急医療機関（総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療セ  
ンターを含む）に勤務する救急医（産科医、麻酔科医、新生児科医、小児科医等を含む）の処遇改善を図  
るため、休日一夜間において新たに救急勤務医手当（宿日直手当や超過勤務手当とは別）を創設する。  

（対象経責） 勤務医に対する手当（救急勤務医手当）  

都道府県（間接補助先：厚生労働大臣が認める者）   

1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3以内、市町村1／3以内、事業主2／3以内）   
土日祝日の昼間13，570円／回、夜間18，659円／回   
平成21年度  

※ 都道府県、市町村が負担しない場合でも補助が可能。  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  

（担当課：指導課）  

●小児初期救急センターの運営に対する支援事業（新規）26，633干円（0千円）   

軽症患者が9割を超える二次救急医療機関への患者を小児初期救急センターで受け入れることにより、  
病院勤務医の負担を軽減するなど、小児救急医療体制の確保を図る。  

（対象経費） 小児初期救急センターに派遣される診療所医師等の交通費  

都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  
1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業主1／3）  
1，700千円／1か所  
平成21年度  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  （担当課：指導課）   
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5，069，674千円（2，771，669千円）  ●救命救急センター運営事業   

①救命救急センター（20～30床型）4，841，649千円（2，571，277千円）  

医師・看護師等の確保に係る人件費、材料責等  
都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の認める者（公立分除く））  

1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  
121，571千円 →178，995千円／1施設（30床型）  
昭和51年度  

（対象経糞）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  

②地域救命救急センター（10床型）228，025千円（200，392千円）   

既存の救命救急センターまでのアクセスに相当の時間を要する地域に対し、地域救命救急センター  
の設置促進を図る。   

（対象経費）医師・看護師等の確保に係る人件費、材料費等  
（補助先） 都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の認める者（公立分除く））  

（補助率）1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  
（積箕単価）103，648千円／1施設（10床型）  

（創設年度）平成15年度  

（担当課二指導課）   



●管制塔機能を担う救急医療機関に対する支援事業 5，114，234千円（0千円）   

救急患者に対し、地域全体でトリアージ（重症度、緊急性等による患者の区分）を行い、各医療機関  
の専門性の中から、病状に応じた適切な医療を提供できる医療機関又は院内の診療科へ紹介できる  
体制を整備し、救急患者の受入れ実績を踏まえた支援や、地域の診療所医師の救急医療への参画を  
促すための財政支援を行う。  

管制塔を担う病院  

（対象経貴）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）   

支援病院  

（対象経章）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  

医師、診療補助者等の人件費、医療機器購入責等  
都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  
1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業主1／3）  

30．746千円／1施設  

医師人件貴、空床確保費  
都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  
1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業主1／3）  
9，966千円／1施設  
平成21年度  

支援診療所  

（対象経費）医師人件費（派遣経貴）  

（補助先） 都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  
（補助率）1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業主1／3）  
（積算単価）4，953千円／1施設  

（担当課：指導課）  
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（救急医療機能の拠点化）  医療機関の整備   管制塔機能を担う  

○地域において安心できる（救急患者搬送が円滑に受け入れられる）救急医療体制を構築  

○患者の症状に応じた適切な医療を、医療機関が迅速に選択  

（補助対象）  

・空床の確保  

・管制塔機能病院への  

医師派遣手当   

・現場から直接搬送  

・輪番群病院等から転送  



●救急医療支援センター運営事業（新規）  108，595千円（0千円）   

モデル事業として、救急医療機関において、特に緊急的な措置が必要な脳卒中や循環器疾患につい  
て、小児科を含む専門医が3人体制で休日一夜間に常駐する救急医療支援センターを設置し、遠隔画像  
診断等による診断・治療の支援を図る。  

医師の人件費等  
厚生労働大臣が認める者  

定額  

108，595千円／1施設  
平成21年度  

（対象経費）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  （担当課：指導課）  

●救急医療トレーニングセンター運営事業（新規）   89，798干円（0千円）  

全国2ケ所の医療機関を「救急医療トレーニングセンター（仮称）」として指定し、後期臨床研修生を対  
象とした充実した研修を行うことにより、救急医療に関する基礎技術の底上げを図りつつ、救急全般に  
対応できる専門医の基礎能力育成を行うことにより救急医療を担う人材の確保を図る。  

（対象経費）医師の人件責等   

（補助先） 指定医療機関   

（補助率） 1／2（負担割合：国1／2、指定医療機関1／2）   
（積算単価）89，798千円／1施設   
（創設年度）平成21年度  

（担当課：指導課）   



●ドクターヘリ導入促進事業  2，014，080千円（1，358，632千円）  
（運営か所数の追加による増）   

救命率の向上及び広域患者搬送を目的として、救急患者に早期に治療を開始するとともに、医療機関  
へ迅速に搬送するドクタ ーヘリ（医師が同乗する救急専用ヘリコプター）を救命救急センターに配備する。  

（対象経費）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  

（導入か所）  

運航経費（委託費）、搭乗医師等確保経費、運航調整委員会経貴   

都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣の認める者）  
1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）  

167，840千円／1か所  
平成13年度  

（実施状況：平成20年12月現在）   

北海道、福島県、千葉県、埼玉県、神奈川県、長野県、静岡県、愛知県、大阪府、和歌山県、岡山県、   

福岡県、長崎県、沖縄県（20年度予定：青森県、群馬県）  

（担当課：指導課）  

●ドクターヘリ夜間搬送モデル事業（新規）  51，499千円（ 0千円）  

既存のドクターヘリ導入促進事業をベースとして、夜間も運航するための体制を確保する場合に必要  

な経費を補助する。  

（対象経費）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  

運航経真（委託費）、搭乗医師等確保経糞、照明機器設置費  

都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣の認める者）  
1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）  

51，499千円／1か所  

平成21年度  （担当課：指導課）   



●周産期医療対策事業  222，526千円（171，055千円）   

救急医療を必要とする未熟児等に対応するため、都道府県において妊婦t新生児に対する周産期  
医療システム（ネットワーク）を整備。また、医療機関相互の連携を強化するため、受入妊婦の病状に  
応じた専門病院への搬送先の調整、確保するための「母体搬送コーディネーター」を総合周産期母子  
医療センターに配置する。   

（対象経費）周産期協議会開催経費、周産期救急情報システムの改修経費、コーディネーターの人件費等  
（補助先） 都道府県  

（補助率）1／3（負担割合：国1／3、都道府県2／3）（母体搬送コーディネーターを除く）  

1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）（母体搬送コーディネーター）  

（積算単価）母体搬送コーディネーター29，625千円／1都道府県  

（創設年度）平成8年度  （担当課：指導課）  

●総合周産期母子医療センター運営事業  886，839千円（777，556千円）  

周産期にある妊婦のうち、特に危険度の高い者を対象とし、出産前後の母体及び胎児、新生児の  
一貫した管理を行う施設（総合周産期母子医療センター）に対する運営費の補助。また、妊婦搬送の  
受入の促進を図るため、近隣の開業医等から医師等の協力を得て、夜間、祝日等の勤務する場合、  
その医師等に対して謝金を支給する。  

（対象経責）医師等の確保に係る人件費、材料費等  
（補助先） 都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の認める者）  

（補助率） 1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  
（積算単価）70，603千円（MFICU12床）／1か所  

（創設年度）平成8年度  （担当課：指導課）   



●地域周産期母子医療センター運営事業（新規）  142，285千円（0千円）  

地域において、出産前後の母体及び胎児、新生児の一貫した管理を行う比較的高度な医療を提供  
する施設（地域周産期母子医療センター）に対する運営費の補助。また、妊婦搬送の受入の促進を図  
るため、近隣の開業医等から医師等の協力を得て、夜間、祝日等の勤務する場合、その医師等に対し  
て謝金を支給する。  

（対象経費）医師等の確保に係る人件費、材料費等   

〈補助先） 都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の認める者）  

（補助率） 1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）   
（積算単価）41，551千円（MFtCU6床）／1か所   

（創設年度）平成21年度  
（担当課：指導課）  

●産科医療機関確保事業  737，516千円（737，516干円）   

分娩を行う医療機関が逓減している現状を踏まえて、当面、病院の集約化が困難な地域において、  
分娩可能な産科医療機関を確保する観点から、一機関あたりの分娩件数が少ない産科医療機関に対し  
て、経営の安定化を図るための支援を行う必要がある。このため、産科医療機関に対して、運営費等の  
補助を行う。  

産科医療機関に勤務する医療従事者の人件費、医師等の休日代替要員雇上経費  

都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者）  
1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）  

22，810千円（分娩取扱機関年間9月以上）／1か所  
平成20年度  

（対象経費）  

（補助先）  

（補助率）  

（基準単価）  

（創設年度）  

（担当課：指導課）   



420，641千円（420，641千円）   ●産科医療機関設備整備事業  

分娩を行う医療機関が逓減している現状を踏まえて、当面、病院の集約化が困難な地域において、  
分娩可能な産科医療機関を確保する観点から、一機関あたりの分娩件数が少ない産科医療機関に対し  
て、産科医療機関として必要な医療機器の整備を実施する。（医療施設等設備整備費補助金の事項）  

産科医療機関として必要な医療機器購入責（分娩台、超音波診断装置、分娩監視装置等）  
都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者）  

1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）  

8，673千円／1か所  
平成20年度  

（担当課：指導課）  

（対象経費）  

（補助先）  

（補助率）  

（基準単価）  

（創設年度）  

91，831千円（91，831千円）   ●産科医療機関施設整備事業  

分娩を行う医療機関が逓減している現状を踏まえて、当面、病院の集約化が困難な地域において、  
分娩可能な産科医療機関を確保する観点から、一機関あたりの分娩件数が少ない産科医療機関に対し  
て、分娩室の増改築整備等を実施する。（医療施設等施設整備費補助金の事項）   

（対象経費） 分娩室、病室等の増改築等に要するエ事費又はエ事請負貴  

都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者）  

1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  

分娩室、病室等 4，950千円／1か所 妊産婦等宿泊施設14，728千円／1か所  
平成20年度  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  

（担当課：指導課）  

・10   



【主な平成20年度第一次補正】  

●管制塔機能を担う救急医療機関に対する支援事業  582，534千円  

救急患者に対し、地域全体でトリアージ（重症度、緊急性等による患者の区分）を行い、院内の各診療  

科だけでなく、地域全体の各医療機関の専門性の中から、病状に応じた適切な医療を提供できる医療機  
関又は院内の診療科へ効率的に振り分ける体制の整備を図る。   

一管制塔を担う病院  

（対象経費）医師等の人件費  

（補助先）都道府県（間接補助先二市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  

（補助率）1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業主1／3）  

（積算単価）22，779千円／1施設  

・支援病院  

（対象経費）医師人件費、空床確保責  

（補助先）都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  

（補助率）1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業主1／3）  

（積算単価）9，966千円／1施設  
（担当課：指導課）  

●基幹災害医療センター施設整備事業、地域災害医療センター施設整備事業  
医療提供体制施設整備交付金  10，733，050干円の内数  

医療施設の耐震化を一層促進するため、医療提供体制施設整備交付金の事項のうち、基幹災害医  
療センター施設整備事業及び地域災害医療センター施設整備事業の調整率の嵩上げを行う。  

（対象経責）耐震化工事費  

（補助先）都道府県（間接補助先：厚生労働大臣が認める者（公立除く））  

（調整率） 0．33 → 0．50  

（基準額）2，300n了×32，700円＝75，210千円  （担当課：指導課）  
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【主な平成20年度第二次補正】  

●緊急ヘリポート施設整備事業  1，101，119千円   

ドクターヘリを用いた救急医療が傷病者の救命、後遺症の軽減等に果たす役割の重要性に鑑み、ドク  

ターヘリを用いた救急医療の全国的な確保を図るため、管制塔機能を担う医療機関にヘリポートを設置  
する場合に必要な費用を助成。  

（対象経糞）ヘリポート設置工事費  

（補助先）都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者）  

（補助率）1／3（国1／3、事業主2／3）  
（積算単価）36，909千円／1か所  

（担当課：指導課）  

●災害派遣医療チーム体制設備整備事業  1，114，633千円   

災害時の初期対応を行う災害派遣医療チーム（DMAT）が携行する通信装置及び災害時の救急医療  

に必要となる資機材の整備に必要な費用を助成。  

（対象経費）医療機器購入費等  

（補助先）都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣の認める者）  
（補助率）1／2（国1／2、都道府県1／2）  
（積算単価）6，227千円／1か所  

（担当課：指導課）  
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［蜃画  

周産期医療ネットワークに関する実態調査の結果について  

平成 20年12月  
雇用均等。児童家庭局  

母 子 保 健 課   

本調査は、平成20年10月27日付け通矧こ墨っき、各都道府県の同産期医療ネッ  

トワークの実態等の把握を目的として実施したものである。（調査時点において同産期  

医療ネットウーーク未整備2県を含め調査。）  

◎同産期医療ネットワーク間係   

平成20年度の状況について、47の全都道府県担当者からの回害を集計したもの。  

（20年度実施（予定も含む））  

（1）全都道府県（47自治体）において、同産期医療協議会を設置済み。  

（2）同産期医療協議会の開催回数は、平均1。8回／年。  

2 NICU等の充足状況についての認喜  

（1）NICUの充足状況の認識は、「（ほぼ）充足している」が呈旦自造昼、「不足し  

ている」カモま3許封本。  

（2）MFICUの充足状況の認識†ま、「（ほぼ）充足している」群旦旦自造珪、「不足  

している」が12自治体、「把握していない」が2自治体。  

3 周  

○全都道府県のうち、同産期医療関係者研修を開催しているのは44良造墜。  

4 同産期救急情報システ  

（1）総合・地域周産期母子医療センター等の空床状況等の応需情報を提供するコン  

ピュータシステムを設置しているのは37自治体。うち一般救急システムと連  

携しているのは⊥8自さ副本。  

（2）応需情報の更新頻度については、「リアルタイムでの更新」が4自治体、「概ね   

1日に2回更新」力閲台体、「概ね1日に1回更新」が之⊥畠造佐、「医療  

機関により異なる」が2諺台体、「その他」力＼2巨誹台体。   



※「最終的には、送り側と受け側の医師同士の直接の対話（電話）が必要であり、情報   

システムの有用性はきわめて限局的」「受け入れられる医療機関が限られているため、   

システムを利用するより、直接電話で連絡した汚が早い」「繁忙な医療機関において、   

応需情報をリアルタイムで入力するのは困難」といった意見もあった。  

5 周産期医療に係るコーディネーターの配置につい  

（1）全都道府県のうち、ハイリスク妊婦の搬送コーディネーターを配置しているの  

は脚。  

（2）全都道府県のうち、ハイリスク新生児の搬送コーディネーターを配置している  

のは2自治体。  

6 管内に複数の総合周産期母子医療センターが指定されている都道府県につい  

○該当する都道府県は14自治睦。うち、同産期医療の調整を行う基幹病院を定   

めているのは4自治体。  

○県境地域の周産期の搬送体制について、他県と協議の場を持つなど連携を因って   

いるのは12自治体。  

※他県と連携していない自治体における主な理由は、「県外搬送の実績がない（少   

ない）」「県間では連携していないが、病院間の個別の連携により搬送・受入が  

行われている」などであった。  

助産所との連携につい  

○管内に分娩を取扱う助産所が存在するのが39自治体。うら、同産期医療ネット   

ワークに助産所を組み入れているのは、30自追払  

9 現状の同産期ネットワークにおける問題点（主なもの）  

○産科、小児科の医師不定や看護師不足により、現状維持の確保に苦慮している。  

○地域の産科の減少により、正常分娩の妊婦までが、総合・地域同産期母子医療セ   

ンターに集中している。  

○同産期医療情報システムにおいて、医師が入力を行っているため、多大な負担を   

かけていることから、入力を行う補助者を置くなど、環境整備が必要。  

l1 
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◎総合同産期母子医療センター  

各センターからの回筈を集計した宅の。特に言及している項目以外は直近の状況。  

（1） N‡CUについて  

ア） 病床数（有効回害75センター）  

U  6   9   12   15   18  20  21  22以上   

ー  4  32   19   6   4   6   3   

％  5．3  42．6  25．3  8．0  5．3  1．3  8．0   4．0   

N t C  

センタ  

割合（  

イ） 病床利用率（有効回害74センター）（※19年度実績）  

用  

病1未利  

セニノター  

割合（％  

ウ） 平均入院期間（有効回害73センター）（※19年度実績）  

院期間（日）   ′〉20   ～30   ～40   ′〉50   ′〉60   ～70   

ーー数   23   32   12   3   2   

％）   31．5   43．8   16．4   4．1   2．7   1．4   

後方病床数（有効回害75センター）  

病  

後方  

センタ  

割合（  

（2） MF’t CUについて  

ア）  病床数（有効回害75センター）  

3   6   9   10   12   15   

タ  4   49   15   4   

（  5．3   65、3   20．0   1．3   1．3   5．3   1．3   

病床≡数  

セン  

割合  

イ）病床利用率（有効回害71センター）（※19年度実績）  

床利用率（％）  ′〉50   ～60   ′〉70   ～80   ′〉90  ～100   

ンタ一致   8   6   9   8   23   17   

合（％）   11．3   8．5   12．6   11．3   32，4   23．9   
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ウ）後方病床数（有効回害71センター）  

後方病床数   ′一10   ”20   ～30   ～40   ′｝50  51以上   

セ・ンター教   24   25   10   8   2   2   

割合（％）   33月   35．2   14．1   11．2   2．8   2．8   

（3）搬送受入が出来なかった理由（※19年度実績）   

ア） 新生児搬送受入が出来なかったケースがあったセンターは、  42センター／  

有効回答70センター  

うち搬送受入が出来なかった理由について回答のあった42センターの理由別  

センター数の割合（複数回筈）  

理 由   NICU満床  診察可能医師不在   その他   

センター数   41   5   12   

割合（％）   9了．6   11．9   28．5   

54センター／有効  イ）母体搬送受入が出来なかったケースがあったセンターは、   

画害74センター  

うち搬送受入が出来なかった理由について回答のあった53センターの理由別  

センター数の割合（複数回筈）  

理 由   NICU満床  MFICU満床  診察可能医師不在   その他   

センター数   49   31   12   30   

割合（％）   92．5   58．5   22．6   56．6   

（4）夜間・土日の医師の当直体制   

ア） 新生児科（NICU）の当直体制は、医師1人の施設が60センター、医師  

2人以上の施設が15センタ⊥（有効回答75センター）  

イ） 産科（MFICU）の当直体制は、   

・MF t CU6床以下の53センターのうち、医師1人が37センター、医師  

2人以上が16センター   

・MFICU7床以上の22センターのうち、医師1人が6センター、医師2  

人以上が16センター  

（※ 土日の昼間が複数医師での勤務体制であっても、夜間当直が医師1人のセン  

ターについては、医師1人当直として集計。）  
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53センター／有効恒害75  （5）救命救急センターの指定を受けているセンターは・、  

センター   

※ 救命救急センターの指定を受けていない22センターについては、   

ア）脳血管障害合併症（疑いを含む）の妊婦に対し、自施設で対応可能な施設が   

14センター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関が存在する  

のが8センター、   

イ）急性心疾患合併症（疑いを含む）の妊婦に対し、自施設で対応可能な施設が   

13センター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関が存在する  

のが9センター、   

ウ）妊娠中の交通外傷など外傷患者に対し、自施設で対応可能な施設が15セン   

ター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関が存在するのが7セ  

ンターー、   

工）妊娠中のDIC、敗血症など急性かつ重症患者への対し、自施設で対応可能  

な施設が19センター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関が  

存在するのが3センター、である。  

47センター／有効画害75センター   （6）ドクターカーを保有しているセンターは、  
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◎地域同産期母子医療センター  

各センターからの回答を集計したもの。特に言及している項目以外は直近の状況。  

（1）運用状況   

039都道府県において、236センターが認定されている  

うら、6センターが現在休止中   

0230センターのうち、産科部門については、  

。218センターがハイI」スク妊娠に対応している  

。9センターが原則としてハイt」スク妊娠には対応していない   

・1センターが現在、産科診療の取扱いを休止中   

・2センターが、認定時から産科を標梧していない   

0230センターのうら、新生児部門亡っいては、   

・136センターが新生児特定集中治療管理室加算の対象となっている。   

・11センターが上記の加算対象ではないが、新生児科専任医師が勤務しており、  

ハイt」スク新生児への対応を行っている   

・82センターが新生児科専任医師が勤務していないが、常勤の小児科医又は産  

科医が新生児医療を担当している  

・1センターが現在、新生児医療の取扱いを休止中  

（2）NICUについて（診療報酬非加算を含む）  

病床数（有効回答229センター）  

NICU病床数   ～6  ′〉9  ′〉12  ′〉15  ～18  19以上   

センター数   147  44   18   5   4   

割合（％）   64．2  19．2  7．9  4．8  2．2   1．7   

（3）搬送受入が出来なかったケース（※19年度実績）   

ア） 新生児搬送受入が出来なかったケースがあったセンターは、  

有効回苦179センター  

59センター／  

イ）母体搬送受入が出来なかったケースがあったセンターは、89センター／有効  

回答181センター  

75センター／有効回答23  （4）救命救急センターの指定を受けているセンターは、  

0センター   

※ 救命救急センターの指定を受けていない152センター（産科診療を休止中の  

L
 
 
 



センター等を除く）については、  

ア）脳血管障害合併症（疑いを含む）の妊婦に対し、自施設で対応可能な施設が   

98センター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関が存在する   

のが47センター（有効回答145センター）  

イ）急性心疾患合併症（疑いを含む）の妊矧こ対し、自施設で対応可能な施設が  

108センター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関が存在す   

るのが37センター（有効回害145センター）  

ウ）妊娠中の交通外傷など外傷患者に苅し、自施設で対応可能な施設が113セ   

ンターー、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関が存在するのが2   

9センター（有効回害142センター）  

工）妊娠中のDIC、敗血症など急性かつ重症患者への対し、自施設で対応可能   

な施設が115センター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関   

が存在するのが30センター（有効回害145センター）である。  

59センター／有効回害230センタ   （5）ドクタ・一刀ーを保有しているセンターは、  
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周産期医療ネットワークに関する実態調査について   

周産期医膚協  コンピューターによる周産期救急用報ソス丁  搬送に係るコー  
係者研修の異  

番都道府県    議会の設置の   直の有精   直の有無  デイネ一夕ーの配   の搬送に係るコ 有無 ■】弓■  

荘   ×   X  X  ×  〉く   
l  ○  （⊃  ○  ：≡■；  

X  X  X  
○  

一般の救急医僚のシステム  鞭ね1日に1回更新  × 
2   

○  ○  ○  
X ×  ）く  

○   
一般の救急医環のシステム   概ね1日に2回更新   ○  県   ○  Cl  

メ  ×  X  ○  ○  
一般の救急医疾のソスTム   に1回更新   

4   ○  ○  0   （⊃  

×   X  X  
T「＝＝＝二＝二てこ－ム   概ね12時間に1回更新  

5  

○  ○  ○  
×  ×  × Cl  

×  ○  ○  
6  

X  X  X  ○  ○  
一般の救急医療のシステム  概ね1日に1回更新  

『  （⊃  （⊃  ○  O 
病院により異なる  ×  ×  X  ○  〉く  

○  一般の救急医環のシステム  
8  ○  （⊃  ○  

概ね1日に1回更新  ○  ○  ×  X  ×   

9   ○  （〕  ○  ○  一般の救急医療のシステム  
〉く  ×  X  0  単独  聞ね1日に1回更析  

○  ○  Cl  （⊃   

×  ×  X  ○  ○  
単独   一新  

＝   ○  ○  Cl   （⊃  

（⊃   X  ×  ○  ）く   

○   ○  ○  一般の救急医療のソス丁ム   1日にZ回更新  
12  ○  リアルタイムでの更新  X  〉く  ×  C〉  〉く  
13   ○  ○  ○  ○  単独  

定期的に朝夕2回以上  X  X  〉く  ○  X   

14  0  C〉   Cl  ○  －‾ム  
概ね1日に1国更新  ×  x  O  ○  〉く  

ほ  ○  （〕  ○  （⊃  単独  
X  x  O  一般の救急医療のシステム  概ね1日に1回更新 

16  ○  ○  0   
X   x  0  （⊃  

○  
単独  リアルタイムでの更新  

丁7  
Cl  （⊃  ○  

X  X  o   ○  ○  
毘柚  概ね1日に1凰更新  

18  ○  ○  ○  
X  〉（  X   O ○  

×  

19   ○  ○  
×  X  〉く  ○  ○  

÷ス‾ム  搾ね1日に1回更新  
ヱ0  －・：： こ  ○   

○  ○   （⊃   

X   X  〉く  ○  ○  
〉く  ～‾ム   掩ね1日に1画更新  

Zl  ○  ○  ○  
概ね1日に1回更新   X  X  X  ○  ×  

22  ○  ○  0  単独  
〉（  X  ×  C〉  

○  
単独  概ね1日に1回更新  

23  ○  ○  ○  ○  
×  

×  ×  0   0  
24   （⊃  ○  ○  

×  ×  0   0  
：：亭！  概ね1日に1回更新  

25  滋賀県  ○  （⊃  ○  ○   ○  
0  0  0  

26  
○  一般の救急医環のシステム   概ね1日l‾2回更新   0  ○  ○  ○  

概ね12時間に1回更新  ○  ×  0  0  ○  
Z7  ○  ○  ○  ○  単独  

X x   O  ○  単独  リアルタイムでの更新   
Z8  兵庫県  ○  ○  0  

×   ○  （⊃   

○  

田   Cl   単独   朔ね1日に1回更新   （⊃  ○  ○  （⊃  

〉（  C〉  単独  最低1日1回以上更新  
30  ○  O   ○  

x  X  〉く  〉く  ○  
X  X  

31   ○  （⊃   

×  ×  X  
○  

～‾ムと連携  変更があれば更新   
3Z  ○  ○  ○  （⊃   ○   

機関により 根底は異なる   ×  X  X  X   ○  
33  （⊃  ○  ○  ○  

リアルタイムでの更新  X  X  x  〉く  ○   
34   ○  ○  （⊃  ○  ○   単独  

）く  ×  
÷‾ム   

35  ○  ○  0  （⊃  

〉く  

X  
×  ×  0  

○  

36  ○  ○  （⊃  

朝と夕方の各1匡】  ×  X  ×  ○  〉く   
37  ○  ○   （⊃  （⊃  一般の救急医原のシステム  

×  ×  ヽ  0  
○  

一般の救急医薇のシステム  1日に2回更新を依頼  
38   ○  ○  ○  ○   

〉く  X  ×  ○  J－ム  鞘ね1日に1回更新  
39  高知県  （⊃   ○  ○  ○   C〉   

問ね1日に1回更新   X  ×  X  ○   ○   
40  福岡県   ○  ○   ○  O  単独  

×  X  〉く  
x  県   ○  ⊂）  C〉   

×  ×  ×  X   〉く   X  ○  Cl  ○  
×  ×  ×  単独   入退院の動きがあった時点での更新  

43  Cl  ○  （⊃  （⊃  

x   × x  （⊃  
○  

阜独  概ね1日に1回更新  
4   ○   ○  ○   ○  （⊃  

〉く  ×  X   〉く  ○  
宮川奇帰  ○   ○  ○  （⊃  

×  
〉（  X  X  0  

l県  ○   ○  ○  （⊃  

×  
x  ＼   

○  
×   X  

47沖縄県 ○  （⊃  

×  

（⊃  

5  2   12  30 4  

合計  47  24  ヱ3  0   33  1ヱ  ヱ  44  37   



総合周産期母子医療センターについて  

N   I   C   U  M   F   I   C   U  

N【⊂∪  据送不可  「、ハFIC  一俵の塵  渦送不可  
絶命救急  に桝拉さ れオー新生  事例の有   ∪に俳 された庵  租病蔚 
センター   
の指定状 況  ドクター ヘリ保有 の台数                                                    ドクター カー保有 の台数  病床故  年間廷利 用日賦  

（日）   病床数   （人〉  

霊）  
U）  新生児  床）  虹休   

8   0  

074   
l  ○  

ロ   く∩  抑I 9700   3ロヱ  ロ  福   6  1，841  9．5D  1ロ0弓 84・00   1郎   Z†  ヱ  
0   Z580   n  有   ロ  2．柑6  zJ．20l  Z33i蝕50I   二＋∵キト 

3 O 

21  有  

0   84  83 30  皿   不明   ロ  Z．9コ8  14．20  田  88．ウ0  20（I   0  有  ○  
0   710  】24  g5 8ロ  ：一二   有   ヱ．60  円  lZ．90  四   9l   石   〉く  
0  Zl  洞  4．90  引  70．00  つ2コ   有  

、 

o   †Z   13  有 9   Z．900   19．0ロ 60  30  
（⊃  

】9 こ川  90  一口O O（】  3Z7  7・－O6－  
B x 

0   p 2・497   28．08  l 60  76．00  田   円  有 6  1．6†0   8．ロロ  0  

⊂）   

0   ロ  5．ヱ77  1Z．40  881  96．10  560   有   Jご  ロ   柑  
0   D   帯   有  ‖  ○  21 - 

670   16 30  366  8106  l錮   1Z・  69  9Z・34    8（l   右  ○   
0   0   ロ  Z．944  21．80  89  Dg．氾   13Z  6 9   6．30  田  74．66  四   0   川  頼  

lJ  

0   194  】8 60  87  99 gO  l柑  7．ZO  55  8－・ 125  0  

】4  C】  

D   Z   王7J   28  有   5了 5・60   61  Z6．Z8  10こ）   ロ   ほ  ヾ  
0   こ   円  5．051  17．70  n  9Z．Jけ  288   有   1．80Z  †コ．10  0  瑚  

×  

0  8  3 284  10 【】  巴  †00（）0  30】   Zβ0   7   Z9  0   

＝  【  
0  二   ロ  3．Z65  Z5  ロ  1．88Z  7．10岳 46  0  有  

1B  

0  0  J††ヱ   田   Zヱ▲ g5  月   有  
（〕  

0  ロ  ロ  撒   ロ  9コ丁  75．00  95  85．57  田   D  有  
ZO  

0  ロ   租   ロ  1・862   30  梢  
×  

0   ロ  ロ  60   0   純  
ZZ  ○  

0  5 543  3コ 00  n  10D OO  四   30  銅   銅．D8   Z8   有   
ニJ  

0   ロ    ヱ7・30  皿  9丁■30  1之3   有   3 366   9．コ0  6  ZO  
24 O 

○  】  0  有  8ゴロ   0  

25  

2   ロ   師  9  コ．Z74  り  0  

ニ6   

0   田  8、380  23．87  ヱOZ  も9，40  田   飛  75   O a ○  
ロ   ロ  336g  40 60  田  99．ヱロ  n   不明   四  Z8  X  

0   0   
柑  有   8  n  8827  四  有  29  C〉  

D   9  3．235  38．5〔〉  gO  g7．丁8  銅  栢   G  1．30Z  8．60 53  0  ユロ  ○   
0   15  3 5柑  16 0D     90   64．10  Zヱ0   4J  有   4  16   〉く  
0   90  Z5 0D  90  9g 88  】コ2   封  拒   ロ  1、878  ほ．00  田  85．5Z  152   0  細   〕こ  
0  0   ロ   田  隋   0   30  33  

0   田  1Z．9g8  Zl．ZO  田  98．65  四  叫  栢   904  5．6ロ  †¢  P  54 O 

0   0   ヰ  川  J・l  TOO OO  巴   【   0  29   
C〉  

0  42こ桔  2コ ∂l  コ48  96 40  233   挿   6   ヱ．Pヱユ   3†．7Z    gZ．！0  I2g   0   20  佃   86  ・q  

0  0   与  2．859  24・】O 91   88．77  lZZ   棉   6  し了45  16．80167摘  ▲10  

×  

0   0   20  コ．295  27．ヱ0  田  100．00  田   有   9540  ほ  川   38  

0   0   ¢  2．157  13．10  田  98．50  田  栖   ロ  554  6．50  n  樟  
×  

0   80  100  8   醗  40  ○  

0  742  〇540  四  96 90  210   柏   ロ  Z．引4  ー川  73   76．50  四   無   ○  
0   ロ   厭   6銅  5・ 14J＝01ZD  zT   有  般   ヽ  

く」⊃  



医  師  の  動  持  状  況  

【  産  科  部  rl  の  医  師  敷  】  【 新  生  児  部  門  の  医  師  数 1  【  医   師   の   当   直   体   制  】  

新生児料の専任医師  新生児科の専任ではないが、N】C〕での捗   ①周鹿期センター（産科）の専任医師    ②①以外で日中、産科鯵環（分娩）に  従事する農相・産傭人村医師    （診日動帯は分娩ヒ従事しないが、当直  や緊急時に分娩に蘭与する医師  摂にも従事する小児科医  産科（MFICU）  新生児科（N】CU）  

て有朋医師賢l  筈斬1五節敢  常勤医師澱  筈動医師薪  常勤底銅蘭  
（研捗匿・レ  

ジデントを除  （研陣匠・レ ジテントを除   研躾匠・レジ デントの赦  非常勤医師   （研修医・レ ジデントを除   研膵医・レジ デントの数  非常勤医師  平日の夜間  土曜日の夜間  日曜日の夜珊  平日の夜間  土曜日の夜㈲  日曜日の夜間   （研膵医・レ   

（）   1   

0   0   0   0   6   ヱ   0   0．l   4   0   0   之   

8   0   0   ○   0   ○   0   0   ユ   0   0   

J   ○   0   0   0   0   ヰ   D．2   4   0．5   

ヰ   ○   0   0   ○   0   0   2   0．8   0，5   ヱ   

5   0   0   0   0   0．7   0   ¢   2   2   2   0   0   

Z   ○   0   0   0   ¢   0   0   ○   3   0   ○   2   

†4   0   ¢   0   0   0   0   0   0   0   0   0   ヱ   Z   

8   0   ○   0   0   ○   0   0   了   0   

9  3   0   9．45   0   P   0   13   0   11．95   0   9．5   2   0  0   Z   ヱ   2   

10  0   0   P   0   0   0   0   0   0   0   ロ   2   Z   

ユ   0   4   0   0   ○   3   ○   0   0   D   2   Z   2   

12   0   0   8   0   ○   0   Z   ○   0   

13   3   ○   0   8   3．6   0   0   0   Z   ■ 5   8   3   0、6   

＝   了   0   0   0   0   0   0   P   0   0   0   0   

ヰ   ロ   0   0   ○   0   ○   0   Z   0   J   0．5   

柑   4   4   0   0   0   0   0   0   4   3   0   0   0   

‖   0   0   ¢   ¢   5   0   0   3   0   ロ   

柑   3   0   0   0   0   ○   3   ○   0   D   

19  0   0   1   0   0   ロ   8   0   0   0   

ZO   Z   ¢   5   0   0   D   0   ロ   

Zl   1   0   0   0   ○   0   0   0．2   5   0   ○   Z   ¢   ○   

2Z   2   ○   D   0   0   0   0   0   ほ   0   0   

エJ   8   ○   0   0   0   0   0．4   0   0   0   

封   3   8   0   4   0   0   0   0   0．l   Z   ○   5   0   

Z5   8   4   ○   4   0   0   0   0   0   0   0   3   J   

Z6   ヱ   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   

ZT   4   1．46   0   0   0   0   0   0   0   l．93   0   D   Z   

之8   0   0   5   0   ○   0   Z．¢   4   1．5   0   0   ヱ   ヱ   
20   4   4   0   ほ   5   0   D   0   4   0   t3   0   J   2   

30   5   Z   ロ   0   ○   ○   0   D   4   0   ○   

6   Z   0   0   0   ○   0   0   0   4   3   0   6   0   ¢   

3Z   ○   0   3   0   0   0   ヰ   0   0   ○   

83   J   ロ   1   0   0   散人   Z   0   6   ○   D   

3131 0   Z   0   ○   0   0．Z5   P   0   Z   Z   3   3   

0   0   0   0   P   0   0   ○   こ   

ユ6   0   ○   0   0   0   0   ○   3   D   0   0   0   

0   0   0   0   0．ヰ   0   8   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   D   0   †  i   

39   q   0   0   0   0   0   

40   Z   0   0   ¢   0   0   D   D   5   ○   0   0   0   

引   0   け   0   0   ○   0   0   0   0   0   0   0   

佗   0   0   ○   0   D   ロ   0   O  l  

一
〇
 
 

J】   

1  



N  

Fl  

に併設  された産  
れた新生  

救命救急 センター  児の回促  
（左記を  

年間延利  年間廷利 用日数  

（日）  

（日）  の指定状 況  病床敗  
U）  

ロ  川  粕  
2ヱ．90   Z7  

0   0  不明    ロ  0  有  
10000  8   

0  ロ  有   
9   3．Z44  有  

q5   X  0  ロ   0   50  
9コ   伯  

46 0  0  円  0  乍】  
ほ  有  

47 C〉  0  n  Z9  0  ロ   有  
0   ロ   D  

gO   ヱ0    有  叩  ヽ   0   田  5，ココ6  14．60  Z（〕ロ   9丁．ZO  268   川   
5   有  

ロ  ロ  
Z  51C〉  0  ロ  35  
0  

円  銅  5乙X  0  ロ  5g  0  

0  
ロ  有  

5こ）X  0  ロ  0  

0  
円  有  

54（⊃  0  ロ  有  ロ  Zコ  
55 O 0  

3．ユ94  8し0  42 有  
0  lヱ  

93．00  有  
56（⊃  

有  Z．190  10  

5丁⊂）  0  1ヱ  0  【  有  
12  有  

58 O 0  

1．84  45 有  
8  

ほ  Z  

59 O 【   有  
ト5  有  

GO O 0  

2．0了  有  
90  

0  

有  
6】○  0  匹  有  

田  ヱ  
6こヽ  0  

l．76  有  
柑  有  

63 O 0  

Z．⊆ほ  不明  
1ニ  不明  

64 O l．70  有  
9  有  

65⊂）  0  

1．32  有  
0  0  

12  有  
G6（⊃  巳  有  ロ  Z  

61（⊃  0  

〇．04  看  
0  

g  摘  
58 O 0  

し79  拍  
ロ  栢  

b0 O 0  

1．00  ：盲  

0  
円  有  70 O 0  

6  沼  
ロ  

0  

有  
71 O 0  正  師  田  摘  了ZX  0  匹  佃  

0  lヱ  64  有  
73 O 

n  有  3．3   
てJヽ  0  

梢  合わ  
ロ   

一
一
 
 
 



の 状 況 
師 医 

門  の 匠  師  敢 】 【新児部門の間 【医師の当直 
産  粗 部  

（ 
稚児科の専任医弥   産科（MFIGU）  ′Nlu， 

庶に  
【  昔りⅢ  常勤医師数  

（研修医●レ   師歎 ・レ÷・  （研鯵医・レ  

ジテントを除  非常動医師   （研捗医・レ ジテントを除  研陣医・レジ デントの数  非常勤医師      ジデントを除  研修医・レジ テントの数   

く1   
くl   研侍医・レジ   （1   

0   2   0   0   0   0   
0  

4ユ  4   0  0   0   0  

0   
0  0  

3  0  3  0  0  

4  0   Z   o 
0  z  ヱ 叫  

ヱ   0  Z  0   

0   0   0   
0  0   0  z  2 

45   

0  

4¢  10   0   0  

3   ニ   
0  
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0  

0  2．8  川  10  
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り  49   3   0  0  ○  0  

Z  
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0   0   8   

Z   0   

51  
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2  

0  
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5Z   

6   0  0  
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0   0   0   3 . 
ヱ   Z   
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3   
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0   】0   
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2  0  0  0  
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55  13  
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0   0  0  0   3   3   
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5†  lZ  
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Z  0   
10  
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58  
0   3   
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3  0   10   3   0  

ヱ  0  0  0  
D   Z   

59   
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0  0  ロ  0  

○   0  
0  0  0  

‘0  

0  0  
0．2   2．4   2．4  

4   0．8  0，8  
61   1．6  

0   2   乙   ヱ   
0   0   0   0   0   0   Z．7   0  0  0  

0  

0   0   
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64  

0  D  0  
0  0  0  0  Z  

65  8  3  ○  0  0  0  

ヱ  
0  0   

0  0  0  
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地域周産期母子医療センターの運用について  

遺  用  状  況  

NICUに倒  財送不可事例  【新生児部門1  
設された新生  の謂無  

原ハ  病床奴 く診療租研罪  則イ  
正和救急セン クーーの指定状 況           児の 回l上期冶収量 （いわゆるG  加井）   CU）   てとリ いしス  

なてウ  
新生児   母体   い討姫 応瞳  

しは   

I O 用     有   38   革   

ごド  有   不明   

4  X   8   0   0   

撤退不可寧例 の宥和   hlFJCUの     I ー鳩尾手4病床                                            ドクター・ヘリ 保有の台故  ドクターカー 保有の台数  桶床故 ・・肌¶ 辣対象）  病床卿 ほ細則脚到非 加算）          r 【底 寺斗 部 門】     ー 錮鍼銅闇             厭           を恵琶 国  い雲童琴  l    ロ  8  ロ  D    H     】  S  ！   l   o i      0－  j       ロ    D  ○  6  J      0  ロ    ○        C）  l  】  

J  X  D  l  ロ  0  9  有  ロ  田  有  ○        ⊂）  章  
篠   ○   コ0  宗   C〉  ⊂）   

×   0   0   0   有   ZG  累   ○  0  

5 O 0   D   ○   4   0  熊   ZO  有   。 （⊃  

十   ロ   0   有   ¢   ‘閂   ○  ⊂）   

（⊃   0   1ヱ   旅   0   有   ○  ⊂）  

○   D   0   叫  有   0  Cl  

tO  ⊂）   0   0   1Z   3   2ロ  有   乍事   0  

‖  ○   0   0   0   3   0  頴   ¢   IZ  個   ○  ○  

0   0   ほ  不明   有   ○  ○  

13 O ロ   0   9   0   0  稿   0   0  

0   J   0   

0   0   0   lq  有   宗   ○  （⊃  

柑  （）   （⊃  D   0   0   3   0   ZO  0   

ロ   0   有   ○  ○  

柑  0   0   0   0  京   有   （〕  ○  

19 n D   0   0   4  宗   0   ⊂）  。 

20  0   0   0   0  0   Z5  ⊂）  。  

21 x 0   0   4   0  0   稿   〔）  ○  

22 x 0   0   O  Z  0  Z   12  （⊃  （⊃  

23  ×   0   0  8   4D  。 ○ 

ヱ4  ヽ   D   0   6   0  0   柑  （〕  ○   

0   0   5  有  ○  0  

0   0   6   0   †  崇   54  有   ⊂）  （⊃  

0   0   0  有   0   有   〔）  ⊂〉   

0   0  有  鋼  宗   0  ○  

十   ロ   ○   ¢   0  編   0   15  添   ○  ○  

30  X   0   0   9  J  4  有   柑  有   ○  〔）  

31 x D   0  6  不明   。  ○  

訳  〉く   0   0   0   0  無   0   川  持   ⊂〉  ⊂）  

33 x 0   コ  穣  編   ○  ⊂〉  

X   0   4  ○  ○  

35  X   0   8  ○  0  



医  師  の  肋  梓  状  況  

【  産  科  糾  Pl  の  医  師  数  】  【  新  生  児  部  門  の  医  師  数  】  【  医   師   の   当   艦   体   刷  】  

新生児料の専任医師  新生児祖の■任ではないが、NICUでの野上耶こも  
る産科・産タI人相圧印  ①同産糾センター（農村〉の書任医朋    （診①以外で8れ産科捻環（分娩）に徒事す       ③自助帯は分娩に従事しないが、当直や緊急   時に分娩に朋与する医師  従事する小児科偏  産科 くMFIGU）  折生児科（N【CU）  

常山医師数 （研拝臨・レジ デントを除く〉  許劃の研修医・ レジデントの数  非常勤医師   常山医師数 （研修医・レジ テントを除く）  精勤の研幡医・ レジデントの数  非常勤歴師   
常勤医師級 （研蜂医・レジ デントを除く）  常山の研陣医・ レジデントの絃  非常劃医師   常山医師数 （研修医・レジ テントを除く〉  常山の射手匡・ レジデントの穀  非常舶医師  平日の夜仰  土曜日の夜間  日叫日の夜間  平日の夜仰  土曜日の攻囲】  日碓臼の夜間   

常劃歴序数 （研障医・レジ テントを除く）  補助の研降医・ レジデントの数  非常勤直師  

0   ¢   ロ   0   0   ○   0   ○   ロ   

0   ○   イ   ¢   0．2   0   0   ロ   0   

3   ○   ○   ○   ¢   ○   0   ○   0   0   ロ   ○   

○   ○   ○   4   8   0   0   ロ   0，丁5   

5   0   ロ   仇6   0   D   ○   0   0   ○   0   ○   

6   ○   ○   ○   Z   8．ほ   ○   0   ○   。 0  ユ   0．コ   

○   ○   ○   コ   0   8   0   ○   0   

8   0   0   0   ○   ロ   p   ○   D   0   0   0   0   

0   ○   0   ○   0   ○   ロ   3   0   O 1 l  

柑   ○   ○   0   ○   8   5   ヱ   0   0   

○   ○   0   0   0   0   0．2   D   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   

0   D   5   ○   0   0   0   

13   0   0   0   Z   0   0   8   コ   0   0   ○   0   

】ヰ   0   り   0   0   0   0   0   ¢   D   0   ヰ   0   

○   0   ○   0   0   8   ヱ   8   0   0   l  

I6   0   8   0   ¢   D   

け   0   0   ○   4   0   0   0   0   0   0   

柑   つ   0   ○   ○   ○   0   0   8   ヱ   0   ロ   8   D   0   0   0   0   D   0   

柑   8   0   0   ○   0   ○   ○   0   ○   0   ¢   0   D   0   0   

ZO   0   8   ○   a   ○   ○   0   0   0   0   0   0   ¢   0   0   0   0   0   

¢   ○   ○   0   0   D D 0   ○   0   0   0   0   0   

¢   0   D   】   0   0   0   0   0   0   ロ   ロ   q   0   0   0   

エコ   ○   ○   ○   0   0．Z   0   0   ○   0   つ   

Z4   0   Z   0   D   0   0   0   2   

Z5   8   0   0   0   ○   0   0   ¢  

9   8   ○   0   ○   0   0   0   0   0   

Z7   0   ○   0   ヱ   ○   0   0   0   0   

Z8   ○   ○   0   6   0   0．2   ○   ○   0   0   ○   0   

○   D   ○   D   0   0   0   ○   り   

30   0   8   0   ○   ヰ   0   ○   ○   0   

31   0   0   0   0   0   0   0   2  0   0   0   0   0   0   ぐ   0   0   

32   ○   ○   0‾l   5   8   0   木曜日のみ1   0   0   

0   0   ○   ○   0   p   D．9   0   1．8   

0   0．6   ○   0   ¢   0．8   0   0   0   0   0   ¢   

○   0   ○   ○   0   ○   ¢   〃   ○   8   0   0   0．t   0   
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NICU  起  用  状  況  

NICUに駆  掲遠不可研例  〔   所   生   児   即   r－j   」  
股された新巻  

社命救急セン  病床数  非  慮棚  
ターの指定状  ドクターヘリ  ドクターカー   病床躍塀席数     児？   加井）  

拶僚報酬加 拝対象）  く挿頭柁別井 加井）   

新生児   

36  X   0   0   有   ○  0  

＼   n   D   川  稿   0   コZ  荊   ○  C〉  

30 x 0   8   有   ○   有   ○  

X   0   0   川  不明  不明   。  。  

ヰ8  ヽ   0   g  lZ  耗  謂  有   O  ○  

ヰl  〉く   0   0   6   8   ほ  材   0   コ8  脊   ○  ○  

ロ   0   Z8  4ヱ  C蓼  ○  （⊃  

4コ  ヽ   ○   て：   0   不明   ココ  肯   ⊂）  ○  

叫  ○   0   9   0   川  有   q   】ヱ  有   〔）  0  

X   0   0   0   10  不明   0   27  有   ⊂I  ⊂）  

46  0   0   8   0  0   45  有   （⊃  

舶  十   ¢   0   tO  有   0   川  有   ○  ⊂〉  

X   15  有   ○  ○  

購  ヽ   0   0   0   有   0   ヱ0  有   C〉  0  

50  X   0   0   0   ヱ0  不明   0   柑  不明   ○  C）  

0   0   0   稿   篇   ⊂）  C〉  

5ヱ  0   0   0   有   0   購  有   ⊂）  ○  

53  C〉   0   ほ   0   12  有   0   Z4  不明   ○  

54  X   0   15   0   0  箱   8   45  不明   （⊃  

55 x 0   ほ   ロ   ZZ  不明   0   Jニ  不明   〔）  （⊃  

56  （⊃   0   0   6  0  ロ  芹言   4D  諦   （⊃  ⊂）  

5丁  十   ロ   0   0   0  宗   0   煎‡   （⊃  （⊃  

58  X   0   0   弄羅   C）  ○  

（⊃   ○   0   短   Z   〕0  簸   ⊂）  ⊂）  

60  C〉   0   0   6  10  福  ZO  宗   ○  ⊂）  

ヽ   ロ   頼  福   ○  （〕  

6Z  〉く   ロ   0   8   0   琉   0   有   ⊂）  ○  

悶  （⊃   D   コ  10  福   編   ○  。 

54 O 0   6   Zロ  有   0   有   ○  。  

0   0   0   0  箱   0   ZO  有   CI  0  

（⊃   0   0   3  編   0   月  有   （⊃  ⊂）  

×   ロ   0   】5   0  箱   有   ○  （⊃  

相  0   8   ZO   0  掃   0   ZO  京【   ○  ○  

銅  〉く   〔   0   0   4   0  締   8   Z6  完蒜   O ⊂）  

TO  ヽ   0   0   10   無   0   完売   ○  0  

0   0   6   0   打持   e   55  掃   0  0  

X   0   0   3   ○  塙   稿   （〕  ○  
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庭  師  の  剛  梯  状  況  

【  産  科  部  門  の  医  師  歎  】  【 新  生  児  帥  「1  の  医  師  数 】  【  医   師   の   当   直   休   剛  】  

新生児科の専任医鍾  新生児科の専任ではないが、NIC】での診府にも  ①周丘瑚センター（産科）の書技監師    【む①以外で日中．産科診療（分榔に従事す   る産科・産婦人科医師    ③日動帯は分娩Jこ城零しないが，当正や紫急   時に分娩に閑与ナる医師  碇事す■る小児国底  産科（MFICU）  新生児科（N【CU）  

常勤医師敏  
禽Ib医師数 く研修医・レジ テントを除く）  精勤の研陣医・ レジデントの蝕  非常勤医師   （研修医・レジ テントを蹄く）  常lなの研梓匡・ レジデントの数  非常劃医師   

常勤医脚数 （研修医・レジ テントを除く）  常勤の研膝圧・ レジデントの数  非常山荘師   常山墜師歓 （研繹眉－レジ テントを除く）  常山の研犠眉・ レジデントの数  非常劃医師  

常山蕊師敷 （研修医・レジ テントを除く）  常勤の研l¢匡・ レジデントの数  ，F常山医師  平日の夜冊  土曜日の夜仰  日曜日の牧Ⅶ  平日の夜間  土曜日の夜間  日曜日の柱間   

36  Z   ○   ○   0   D   8   ユ   ○   ○  

○   ○   8   0   0   ○   l  l   
コ8  0   ○   P   ○   ○   0   ○   0   0   5   Z   0   

39   9   ○   ○   8   0   ○   0   0．5   ○   0   

40   4   0   1．8   q   0   D   ○   ○   0   0   ○   0   

引   5  J  Z   こ   

○   0   ¢   ¢   D   0   0   0   ヱ   ヱ   

桐   0   0   0   ○   0   Z   0   0   

・‖   1   ヱ   0   0   0   Z   ○   

45  13   1．59ほ  ¢．078   

購   4   0．4   0、Z   

lT   J   ¢   8   ○   ○   0   J  P   D   ○   

哺   4   ○   ¢   ○   0   0．4   0   0   0   0   ヰ   0   

49  コ   0   0   4   8   ○   0   q   0   0   ヱ   Z   

50  ○   ○   0   0．04   0   0   0   

○   0   】○   ロ   ○   0  0   0  0   ○   6   ○   

○   0   ○   0   0．ヱ   3   0   

S】   8   0   8   D   D   ○   ○   0   0   0   0   こ   

ロ   0   ○   4   0   ○   ○   0   ○   q   

0   0   0   4   ○   Z   ○   0  0   0   ロ   O  l  

○   ○   ヰ   0   ○   ○   ロ   J   

57   0   0   0   3   0．75   0   ロ   ○   D   D   Z  5  0   

58   0   D   0   与   ○   ロ   ○   0   0   0   ○   8   0   0   0   

59   0   D   5  0   0   0   0   ○   

∽   0   0   0   0   0   0   ク   

○   D   0   ○   0   ○   ○   0   0   8   3   ○   0   D   0   ○   0   0   0   

ロ   Z   ¢   ¢   与   D   0   ロ   0   

6ユ   0   0   0   4   Z   0   ○   D   ○   ○   0   ロ   0   

糾   ○   P   0   0   3   0   0   0   0   0   0   ロ   0   

65   P   ○   0   Z   0   0   ○   ロ   0   0   0   ロ   0   ロ   

郎   4   8   ○   Z   0   0   0   ○   0   0   D   0   

0   0   0   0   ○   ¢   ロ   J   0   ロ   0   0   

銅   0   Z   0   ○   ○   8   0   0   0   4   0   

0   0   ¢   ¢   0   P   ○   0   0   0   ‘   0   0   0   0   

7¢   ¢   ロ   4   0   0   0   0   0   0   0   ロ   ○   0   0   0   

‖   0   0   0   ヱ   0   8  0   0   0   4   3   0   ロ   0   8   

4   0   ○   ○   ○   0   0   0   0  （】  ヰ   0   D   0   0   
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NICU  5延  岡  状  況  

NJCUに併  〔  所   望   児   部   門  】  
設された新生  きは諾例  

救命牧急セン  ドクターヘリ  ドクターカー・  病床畝  伺ハ  
保有の台隕   病床政柄床敦 （拾Ⅶ州酬机（診療柑酬非  （診硯搾引非  即イ  。生7把  

力□井）   
てとリ  

しス  いしス  露対象）加算）  
てク  

新生児   母体  い久王 る拒  
しは  を盃琶 ∴こ∵二  科？咄【 那斤  崇1富㌘完  封治   

IJ O ○   6   5   8  宗   ほ  0  ○  

TJl  十  D   l   ロ   
0   

＝）  編  0   16  有   ○  ○  

0   0   柑   0   0  挿   0   ココ  有   X  （⊃  H   

0   0   ロ   ほ   0   不明   0  ⊂〉  

II x 0   1ヱ   0  師   ¢   20  商   ○  ○  

10 x 0   9   0   稿   ロ   4丁  箱   0  ⊂）  

丁9  十   P   D   0   掃   0   括   
M  

○  ○  

80  ○   0   0   10   0  掃   0   23  編   ○  〔〉  

十   D   6   0   有   0   Z7  有   ○  O 

）く   0   9  有   3   Z雷  不明   〔）  ⊂）  

8ユ  ○   0   6   0   福   ロ   14  有   C〉  ○  

掴  十   0   D   0  0   41  有   ○  〔）  

85  ヽ   D   0   3   有   ロ   ・閂   0  o  

86  0   0  0  ZO   有  ZZ  有   0   

8†  ヽ   0   lZ  こ9  有  与丁  有   ○  ○  

88  ○   8   J  有  不明   O  0  

89  （⊃   0   3   0   f訴   q   柑  稿   ○  ○  

90  ズ   ○   0   編   0   有   ○  ○  

（⊃   
O I 0  無  ZO  孫   ⊂）  （⊃  

PZ x 0   0   栢   0   Z5  兵音   ○  ⊂〉  

X   0   J   0   蘇   0   編   0  0  

錮  X   0   コ0  縞   ○  ○  

9S  ヽ   0   0   不明  不明   0  ○  

X   0   0   0  無   0   簸   ○  0  

0   0   4   稿   D   ○  ○  

X   0   0   0  有   ロ   朋  有   ○  0  

99 x 0   0   6   6   ○  稿   q   宗   ⊂）  ○  

‖）0  ヽ   0   0   0  ． 軒∈   0  4   稿   ⊂）  

101  X   0   0   ほ   0   川  有   0   有・   ○  ○  

1D乙  X   0   0   6   ロ   有   ヱ7  有   ⊂）  0  

柑3  X   0   0  不明   0   2Z  不明   ⊂）  （⊃  

柑d  ○   0   ロ   4   ウ  不明   0   （⊃  ⊂）  

柑∫  十   ロ   ○   0   0  栢   0   Z8  転   ○  ⊂）  

0   4   8  孫   0   辰   ○  C〉  

3   0   0  ○  

0   Z   ロ  ロ   け  霜  （⊃  0  

106  X  0  ○  J   宗   4   ZZ  ㌫   （⊃  （⊃  
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庭  師  の・  劃  楕  状  況  

【  産  科  部  門  の  医  師  奴  】  【 新  生  児  即  Fl  の  医  師  数 】  【  医   師   の   当   直   緯   別  】  

新生児科の専任医師  新生児租の専任ではないが、NICUでの診瓜にも  

る産科・度用人和露廓  （動同産糊センター（産糾の事任医師    ②①以外で日中、産科指紋（分娩）に従事す       ③日動簡は分娩に従事しないが、当直や紫急   時に分娩に崩与する医師  従事する小児科医  産科（MFIcU）  新生児科（N【CU）  

筈1わ圧掩赦  

常勅医師敵 （研降臨・レジ テントを除く）  常山の研悼医・ レジデントの敷  非欄‖鋸五胡   常山医師叡 （研修医・レジ テントを除く）  常山の研降医・ レジデントの舷  非常劃医師   
常勤正伸敷 （研修臨・レジ デントを除く）  常山の研修医・ レジデントの数  非常Ib医師   常山医師数 （研仲尾tレジ テントを除く）  常劃の研経度・ レジデントの数  非常劃医師   （研修雷・レジ テント者除く）  高山の研膵区・ レジデントの緻  非常動霞城  平目の夜相  土嘔臼の牧醐  日曜月の夜間  平日の夜間  土曜日の夜間  臼昭日の牧園   

○   ヱ   ○   ○   ○   0   0   0   ○   0   ○   0   0   0   ○   

？l   5   0   ○   ○   0   q   0   8   0   5   0．Z   ○   0   ○   

0   ○   ¢   4   0   0   P   ○   ○   ○   0   ○   4   ロ   0   ○   0   

叩   4   ○   8   0   2，4   8   0   0   0   ○   ○   ○   

○   ○   ○   6   P   ○   q   ¢   ○   ○   ○   0   8   ○   0   

柑   l   ○   ○   Z   0   ¢   ○   ¢   ヰ   ○   ○   ロ   Z   0   ○   ○   

○   ○   ¢   ○   ○   0   ○   0   

別）   0   0   0   0   ○   0   0   0   ○   0   ○   ○   0   0   ○   0   0   ○   

○   ○   ○   0   8   ○   0   0   0   ○   

8Z   0   ○   ○   0   0．67   ○   ロ   ¢   ○   0   0   之   Z．98   

8二I   0   ¢   0   ヱ   0   ○   0   ○   Z   0   4   0   

錮   0   ¢   8   ○   0   ○   D   ○   

ロ   0   ○   0   0   0   0   ヰ   0   ○   0   D   0   

86   コ   0   ○   0   ロ   ¢   ○   ○   0   ○   ○   0   0   ○   0   

67   柑   ロー9   Z   Z   0   0   0   8   Z．7   ○   

ロ   ○   0   0   ○   ¢   U   ロ   0   0   P   0   

8g   Z   0   0   Z   0   ○   0   0   0   0   0   0   0   0   0   ロ   0   

90   0   ロ   0   

引   0   ○   0   0   ○   0   0   0   0   0   0   0  】  

陀   4   ○   ○   ○   8   0   ○   0  0  0   J   ロ   ロ   

0   0   Z   ヱ   0   ○   ¢   8   O 0  0   0   0   0   0   0   

錮   ○   ロ   D   ○   0   ○   ○   0   D   0   0   0   0   

2   ○   0   0   ○   0   0   8   P   0   0   0   0   

96   ¢   D   0   ○   0   q   0   0   0  0   0   ○   0   D  

○   Z   0   ○   ¢   0   ロ   0   0   0   0   0   0   

銅   ○   8   8   ○   0   8   0   4   0   0   0   0   

99   0   ○   ○   ○   D   0   0   0   0   ○   

100   0   0   0   ヱ   8   ○   0   0   0   0   0   0   

】01   5   ロ   ○   0   ロ   ロ   8   0   ○   0   ○   

l¢2   0   ○   ユ   0   ○   0   ヱ   0   8   0   

10コ   ○   0   0   4   ○   ○   0   ○   0   ロ   0   4   

】04   0   0   0   Z   0   0   D   ロ   ロ   ロ   0   

l05   ○   ○   ロ   5   ロ   0   0   ロ   0   0   0   ○   0   

IO6   0   0   0   ○   0   0   D   0   0   0   

】07   0   0   ○   0   ○   0  0  

†08   0   0   ○   8   0   ¢   O o  ロ■   0   0   

10g   8   ロ  8  0   0   0   0   0   0   

一
0
0
 
 
 



NICU  逼  用  状  況  －「  

NICUに研  撤送不可吊軌   L   抑   生   児   玉持   門   J  

娘さ九た新生  の有餌  
救巾救急セン  ドクターヘリ  ドクターーカー  洞床魚   原ハ  

一  利柄一策  対イ  二現  ㌍？地  竺新  児り任な左 へ、匿い把  
児の   加丼）   応リ  

け恨鮒翫刀□ 昇対象）   CU）  しス  別づ てとリ いしス なてク  
てク  
い女王  新生児   鞘本  る娠  い対妊 応娠  

な産／   しは   の中 苅治   

0   0   旅   ○  ○  】川  X  

十   0   ○   【   0   有   常   0  。  

○   0  稿   ZG  編  11ヱ  十   0  ○  

llユ  X   0   0   4   0  霜   0   畑  宗   ○  ⊂）  

0   0   0   ロ   0  弄羅   0   川  ヽ  ○  

0   8   0  Z5  旅   ヽ．  ○  ○  

lr6  0   0   0   3   0  旅   0   37  宗   C〉  

！け  ヽ   0   0   ○   芹禿   0   ○  

＝Ⅷ  ヽ   0   0   P   0   0  箱   8   指  ○  

】柑  X   0   0   8   0  銅   0   宗   （⊃  

lZO  ○   0   0   0   0   0  編   0   宗モ   ⊂）  

0   ○   0   1コ  無   Z6  福   

（   Cト  
★  ○  ○  

1ZZ  ⊂）   0   0   0  無   Zヱ  精   ⊂〉  ○  

0   0   0  無   0   50  躊   ○  ⊂）   ズ  

0   0   0   0   D  栢   活   12づ  ヽ  ○  。  

ヽ   0   8   0   5   0  熊   0   編   ○  ○  

0   0   0   0  宿  ロ  30  稲   126  ○  ⊂〉  。  

0   0   0   Z   0  箱   0   20  12†  〔）  ○  ○  

1Z8  十   ロ   0   不明   ほ  有   ○  ○  

⊂）  ○   

【  

ほ9  ■  X   

lJO  X   〇   0   耗   1ヱ  有   ○  （つ  

iJI  ○   0   0   0   dD  （⊃  O 

tコヱ  ヽ   0   ロ   0   C）  （⊃  

り3  十   り   0   0  0   川  O （⊃  

1コ4  0   0   0   0   不明   ひ   25  不明   ⊂）  （⊃  

り5  ○   0   0   0   0   篇   0   26  不明   ○  ぎ  

十   0   ○   0   q  有   有   ○  

137  X   ロ   0   不明   0   30  不明  0  

り8  メ   0   0   0   Z  無   ZO  宗   0  

1コ9  ヽ   0   0   ヱ   拓   締   ○  

l叩  ヾ   0   0   q   0  不明   38  不明   ○  ○  

○   D   宿   0   5ロ  不明   0  0  

14Z  X   0   0   ロ   稿   ひ   コg  舞   0  ○  

1・13  フく   0   0   0   柑  掃   16  有   C）  

1叫  Cl   8   0   8   D   諦   q   ZO  有   0  

1蒔  十   8   0   締   4   不明   ○  

川β  ×   0   0   0   ヰ   0  不明   0   40  不明   0  
ーーー岬－－   
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医  師  の  劃  楕  状  況  

【  産  科  耶  rl  の  医  師  数  】  【 新  生  児  部  門  の  医  師  数 】  【  医  師   の   当   直   体   制  】  

析生児刊の専任医師  折生児科の専任ではないが、ⅣほUでの診脚こも  従事する小児科医  産科（MF【CU）  新生児封！N1CU）  ①両度瑚センター（産机の書任医師    ②①以外で日中．産科鯵療（分娩）に従事す   る産科・雇用人科医師    ③日加♯は分娩に従事しないが、当面や緊急   時に分娩に卿与する医師  

常勤医師放 （明輝霞・レジ テントを除く）  常劃の研修医・ レジデントの数  非常勤医師   常勤医師数 （研修医・レジ テントを除く）  常山の研倖匠・ レジデントの数  非精勤医師   
－yニ＝：′こ・ く研峰匿・レジ デントを除く）  常勤の研捧医・ レジデントの数  非常勤医師   常山医師数 （研修医・レジ テントを除く）  常助の研修圧・ レジデントの数  ，F常勅医師  平日の夜間  土曜日の夜朋  日曜日の夜仰  平日の硬冊  土曜日の玩〔口  日暇日の夜間   

常勤医師敵 （研停匿・レジ デントを除く）  補助の研修医・ レジデントの敷  非常勅題師  

＝0   ○   ○   ○   ○   0   ○   0   ○   P   

ヰ   ○   ○   ○   ○   ○   ロ   ¢   0   Z   U   0   

Ⅰほ   ○   0   ¢   ¢   ○   ロ  Z   0   

】り   ○   ○   ○   〃   ロ   ○   ○   ○   ヰ   ○   ○   

0   0．   ○   ○   ○   Z   D   ○   ○   D   0   け   0   0   ○   

○   ○   ○   ○   ○   0   ロ   0   Z   

l16   q   P   ○   J   0   0   ○   0   P   0   ○   0   0   

○   8   0   ○   ○   q   ○   0   0   ヰ   ○   

l柑   ロ   0  0   0   ○   ○   ○   D   8   ○   ○   

I柑   P   ○   0   ○   0   ○   0   ○   0   ¢   0   2   2   

120   ヰ   0   ○   0   ○   ○   ロ   0   ロ   5   0   8   ロ   8   0   Z   Z   

＝‖   ○   ○   ロ   ¢   ¢   ヰ   D   ○   ○   0   ○   ○   4   ○   0   ○  

】ヱヱ   0   l   Z   ロ   8   Z   ○   0   

ほっ   0   0   0   ○   0   0   0   0   0   0   ○   り   け   0   

ほ4   0   0   ロ   ロ   0   0   8   ○   0   ○   0   U   0   

ほ5   ○   0   ○   ○   0   8   D   ○   4   ○   ○   り   ○   0   0   ロ   0   

ほ6   ○   ○   ○   ○   8   ¢   ○   0   0   ○   0   0   0   0   0   

0   0   ¢   ○   ○   0   ロ   0   8   0   0   Z   0   0   0   ○   U   ○   ¢   0   

0   0   ロ   0   0   0   0   0   0   ○   0   0   

ほ，   0   ロ   ○   0   ○   ○   ○   0   0   0   0   0   0   ¢   0   8   

†コロ   ○   ○   0   ヱ   ○   0   0   ○   0   0   ○   ○   0   P   0   

13l   J   ○   0   D   0   0   ヱ   0   ○   J   0   0   0   0   0   

Iコヱ   0   0   0   ○   0   ○   ○   0   ○   0   D   D   0   

1ココ   0   0   q   ユ   0   0   ○   0   0   0   ○   8   ○   D   q   0   ○   0   0   0   

134   6   0   0   ○   0   0   0   0   ¢   9   0   

1ユ5   ○   ○   ○   －4   Z   0   0   0   0   0   ○   0   0   0   0   

】コ8   ユ   ○   0   ○   0   ○   0   0   0   0   ○   0   0   0   0   

13丁   ○   0   ○   ○   ¢   ○   0   0   0   ○   。 0  0   0   0   

†J8   8   ロ   0   ○   ○   ¢   0   0   0   ○   0   ○   0   0   0   

lコ9   ○   ○   ロ   ¢   ○   8   0   ○  0   0   0   0   0   0   

1叩   ○   0   ○   ロ   8   0   D   0   0   

川l   0   0   0   ロ   0   4   0   

】現   ○   ○   0   0   0   0   0   

○   

l榊   J   ○   0   0   0   D   ○   0   0   0   0   ロ   0   

l蒔   4   ○   D   ロ   0   ロ   0   0   ユ   ○   0   O o  D ・  ロ   0   0   

川¢   ○   0   0   0   ○   ○   0   0   0   ロ   O z  o －  ○   0- 011 

■！  

N
O
 
 
 

J
一
．
，
∴
 
 
 



N J C U  逆  用  状  況  

NICUに研  抗生送不可革仲  【   抗   生    児    即   PI  J  
ほされた新生  の有無  

救命敗息セン  ドクターヘリ  ドクターカー  病床数   ／＼   釈雛  児りほな左 へ、砥い陀   
ーJ設産科病床  別イ  児の   

拾現紺翫加 粁対象）   力8冗）  

CU）  僚ハ  二現         享 
てク  ： 

新生児   い姓  母体  る帳  
対治   しは   ：＝ 

川7  X   0   0   0   0  不明   ロ   不明   ○  C〉  

（⊃   0   0   0   Z8  不明   ○  ⊂）  0  不明  

149  十   0   0   0   0   0  無害   0   コZ  o  

ほ0  ⊂）   0   0   0   10  不明   ロ   〇Z  有   （⊃  ○  

⊂）   0   0   掃   0   38  京宅   ○  （⊃  

15Z  X   0   0   0   0  不明   0   銅  有   。  0  

ロ   8   8   ニ   ZZ  有   （⊃  
0   「～「   15コ  0  0  有  

柑4  ×   0   0   0   D  熊   ・18  宗‡   ○  ⊂1  

155  十   D   8   0   0   不明   0   14  不明   （⊃  ○  

156  X   0   0   9   0   川  0  ○  

】57  ×   8   0   ロ   0   ZO  有   ○  ○  

1餌  ×   0   0   0   不明   0   不明   ○  ○  

X   0   0   福   ロ   那  有   ○  

ヽ   0   0   q   0   ⊂）  

‖  

＝‖  ★   ロ   0   こ   6  不明   0   Z6  不明   （⊃  。 

沌ヱ  ○   有   0   40  有   ⊂）  0  

16J  （⊃   0   0   0   J   ー¢  有   D   有   C〉  ○  

】銅  ヽ   D   D   0   6  有   0   1J  有   ⊂〉  0  

165  ヽ   ロ   0   0   有   0   朋  有   ○  （⊃  

柑6  ヽ   0   9   q   有   8   有   （⊃  ○  

き  

lG7  （⊃   い   Z   0   21  矩   0   コZ  紹   ⊂）  ○  

ヽ   D   0   0   無   6   柑  簾   0  ○  

1柏  ○   D   8   打亮   0   コ0  霜   ○   0  

170  ヽ   0   0   8   稿   Z】  C）  （⊃  

○   ロ   ○   0   ：丁  有   0   ココ  有   ○  ⊂）  

ヽ   0   川  有   0   有   〔）   ○  n  

○   0   ロ   8  有   0   26  有   ⊂）  0  

‖Ⅵ  ヽ   0   0   lヱ  有  有   ○  ○  

X   0   0   有  24  有   0  。 

ヽ   0   ヱ0  有   0   購  有   （⊃  0  

1〃  ○   ロ   0   さ   8   有   0   有   

†丁8  X   0   0   9  有   0  有   

l川  ○   0   0   川  有  購  有   

】00  0   0   1Z   ロ   Z8  有   ロ   dO  有   

】8J  メ   0   0   Z（l  有   0   0  完罷  

1陀  ヽ   0   0   用  有  

川J  0   0   9   0   ほ  緬   0   ∫ロ  稲   ○        0                                C）        （⊃  
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医  師  の  鮎  梯  状  況  

【  産  科  部  門  の  医  師  数  】  【  新  生  児  部  Fl  の  医  師  数  J  【  医  師  の   当  直  体  刑  】  

新生児科の専任医師  新生児科の専任ではないが．ⅣlCUでの診仮にも  ①周馴センター（産机の書任鑑師 ①①以外で日中、産科抽（分娩）に随一す             る産科・産婦人相医師       ③日動蕎は分娩に横平しないが．当直や緊急   時に分娩に朋与する医師  徒事する小児科医  産科（MFICU卜  新生児科（NICU）  

常勤医師致 （研修」蛋・レジ  常山医師数 （研拝臨・レジ  

常勤医師数 （研修医・レジ テントを除く）  雷撃筈警管芳姦・非常劃医師   ≠軍学誓≡芋㌢雷撃写ヲで警姦   非常勤庭師    テントを除く）  常山の研l車題・ レジデントの煎  非常Ih陰師    テントを除く）  常軌の研修医・ レジデントの敵  非欄け鋸蛋師  常勤医師赦 （研修医・レジ テントを除くJ  常山の研修医・ レジデントの数  非常鮎医師  平日の夜間  土曜月の夜間  巳軋日の夜間  平日の夜〃l  土曜月の夜冊  日陀日の設問   

147   Z   之   0   ¢   8   0   ○   ¢   p   ひ   D   0   0．Z8   

lヰβ   4   ○   ○   ○   ○   0   ロ   0   0   0   D   6   ○   

0   8   0   0   0   ロ   ○   ○   0   0   0   0   0   

ほ0   ○   8   ○   ○   ○   ○   0   0   ○   ○   ○   ユ   0   

I5l   ¢   8   ○   ¢   0   0．4   ロ   0   0   ○   0   D   Z   ○   0．9   0   0   ○   0   0   0   

柑2   0   0   0   ○   0   ○   0   ○   0．Z8   

○   コ   ○   ○   0   ○   ○   ¢   ロ   J   ○   0   0   

J   ○   】．Z   ○   8   ロ   0   8   D   0   0   ユ  

ほ5   ○   0   0．5   0   ○   0   0   0   0   0   0   0   

】56   ヰ   ヱ   8   ○   ○   こ   こ   5   ロ   

柑丁   4   0   ¢   ○   柑   ○   D   

ほさ   ○   ○   ○   0   】．l   ○   ○   0   0   

0   ○   ○   0   0   0．6   0   ○   0   

柑0   ○   0   0   0   0．7Z   ¢   ○   仇6   0   0   0．朋   0．Zユ   0   ○   0   0   

＝‖   ○   ○   0   3   0   0   ○   0   ○   0   0   0   

16Z   ○   ○   0   0   0   ○   0   0   0   0   0   

川ユ   0   0   ○   3   0   0   

1糾   6   J   ロ   ○   0   0   0   8   4   0   0   ○   3   コ   3   

165   5   0   ○   ロ   0   0   ○   0   Z   ロ   0   ロ   0   

柑6   ○   0   ○   8   ○   ロ   ロ   亡   Z   P   

柑丁   Z   ¢．6   ¢   ロ   ○   0   0   0   ヱ   0   0   ○   

】朗   ○   0．2   ○   0   0   0   0   0   0．0ヱ   ○   0   

0   0   ロ   ○   0   0   0   ○   8   ¢   0   

l†○   0   0   ○   8   8   ロ   0   0   0   ○   

けⅠ   0   ○   4   4   0．Z   ○   0．2   3   Z   0．4   】．Z   

0．5   0   0   ○   0   ○   0   

3   0   ○   ○   Iヰ   J   5   5   0   0   J   3   

17Jl   lけ   】0   ○   0   0   0   

0   ○   0   ○   柑   Z   0   3   0   0   0   

176  ！．5  

l門   ロ   ロ   ヱ   ○   0   3   ロ   ○   0   0   ニ   

lT8   5   ヱ   】．36   0   0   ○   ○   0   0   D   0   0   ヱ   0．l  

け9   0   ○   ○   8   0   ○   ロ   ○   0   ¢   ○   
1 ー   

川○   J   †．丁   ○   ○   ○   ¢   】．4   0．1   0   ○   之   

l別  0   0   0   0   

l陀  0   0．Z  ○   ロ   0   

川ユ   】0   0   与   ロ   ¢   0   8   4 0  ○   D   0   
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N I C U  

NICUに研  相違不可甲仲  【   帥   望    児   酎   「1   ユ  
設された新生  の有無  

救命奴息セン  
窮民畝 （礁艮飢非  一徳庫科病床  雪空 ～ 票一昔絹     の現 取荘  のハ師がの  クー・の指定状  ドクターヘリ  ドクターカー          児の   対 
加井）  応リ  蒜現    ‘ 

拾′戻相調加 算対象）  （鯵府搾」洲非 加算）   

CU）  しス  いしス  てク  い  
新生児   し＼妊  た引本   る炬  

しは   なてク い対夕壬 応娠  
柑4  ○   0   0   有   0   ココ  有   ○  ○  

○   0   ○   0   0  宗   0   無   ○  0  

柑6  パ   0   0   0  不明   ¢   25    不明   ロ  ロ  

ト【け  （⊃   ロ   ¢   コ  0  0  0   Z8  0  ⊂）  

】88  X   0   0   有   0   封  不明   ○  ○  
l  

柑9  ○   0   0   0   0   柑  有   ○  （⊃  

†90  X   ロ   0   不明   有   ○  ○  

柑1  ×   0   9   0   け  有   8   小I  有   ○  （⊃  

柑ヱ  X   8   D   ‖   q   8  秤   0   38  編   ⊂）  ⊂）  

】粥  X   0   0  0   36  有   ○  ⊂）  

○   0   0   8  有   0   田  有  ○  （つ  

柑5  （⊃   0   0   柄   30  柘   0  ⊂）  

柑6  ヽ   D   ロ   ロ   け   5  蘇   4   柑  ○  ⊂）  

197  メ   D   0   ○   0   転   0   稿   0  （⊃  

lg8  ○   0   0   0   編   Z   ZO  不明   （⊃  0  

199  ヽ   0   0   D - 8   0   ここ  有   〔）  ○  

之ロ¢  十   0   o  ロ  有   0   コ8  有   ○   0  

0   0   コ   0   ⊂）  ○  乙Ol  Cl  0  有  有  

ZOZ  X   0   0   3   熊   こ  20  稿   ○  ○  

20こ】  ヽ   0   0   0   孫   Z5  有   0  O 

ヱD4  X   0   0   0   稿   8   54  宗   ⊂）  o  

Zロ5  ヽ   0   2   ロ   J   0  有   ロ   コ8  有   ○  ○  

Z86  X   0   0   ロ  旅   辰   。  ○  

ZO7  ヽ   0   0   0   0  稿   D   Z6  摘   ○  

ZO8  ○   0   0   0   0  顆   0   詣   ○ 

ZO9  X   稲   ロ   柑  有   O 

ZlO  ヽ   6  ロ  締   箔   ○  ○  

Zll  ■   ロ   0   0   0   ZO  ○  ⊂）  

ロ   0   0   3   0  塩   18  福   ○  

ZlO  （〕   C   J   0  掃   0   コ丁  稿   （⊃  ⊂〉  

Z】4  ○   Z   踪   0   Z8  宗   ⊂）  。  

ヽ   ¢   ロ   0  ロ  弄托   0  148  編  ○  C）  

0   0   0   ほ  輌   8   45  稲   

o  

○  C）  C〉  

ヱ＝  （⊃   ロ   0   3   柄   0   40  箱   

さ  

○  ⊂）  

ヱ18  十   0   9  柑  塙  34  有   ⊂〉   

ヱ19  （⊃   0   0   15  20  編   ○  o  

ZZO  0   8   不明  有   ○  。  
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∽
 
 
 



医  師  の  劃  帰  伏  況  

【  産  科  部  門  の  医  師  数  】  【 新  生  児  部  rl の  医  師  数 】  【  医   師   の   当   直   体   制  】  

新生児著斗の専任医師  新生児利の書任ではないが、椚CUでの鯵照にも  ①何度期センターほ別の書住区師    ②（D以外で日中、産科鯵療（分娩）に従事す   る産科・崖用人村医師    （訪日劃帯は分娩に徒事しないが、当直や緊急   時に分娩に購与丁る医師  従事する小児科底  

常1b医師数 （研修医・レジ  常l椚引締数 （研修医・レジ  稀Ib医師数 （研修厚・レジ テントを除く）  ．常勤の研修医・ レジデントの敗  非≠動正肺  常lわlま師】政 （切株匿・レジ テントを除く）  常lわの研膵医・ レジデントの鼠  非補助医師    テント書除く）  ．常Ibの研修医・ レジデントの敷  非常勤蛋師    テントを輝く）  ．常1わの駅鯵医・ レジデントの数  非常劃厘師   常助医師数 （研修医・レジ テント菅l除く）  補1わの研膵直・ レジデントの数  非常劃医師  平日の夜冊  土曜日の夜間  日曜日の取囲  平日の夜間  土曜日の夜間  日曜日の夜【れ   
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N 【 C U  環  用  状  兄  

N】CUに桝  距送不可準例  
拉された新生  の有孫  

救命鞍急セン  痛快耗   ／＼   

声  ・－   ；声  対イ   児㌧り王な占 へ、蔭い陀   
クーーの指定状  ドクターヘリ  ドクターカー          児？   応リ  宗∵l蒜現         ・ 

算対象）   加算）  しス  いしス  
てク  なてク  】     【   新   生   児   郡   P7   j  

新生児   い妊  母体  る帽  
しは   い対妊 応瞳  

ヱこ1  ○   川  宋  編   0  ○  

Z2～  〔）   0   0   0   鋳   0   叫  不明   ○  。  
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医  師  の  助  精  状  況  

【  塵  料  爾  rl  の  医  師  数  】  【  新  生  児  即  Fつ  の  医  師  数  】  【  医  師  の  当  直  体  制  J  

新生児雷斗の専任医師  鯛生児科の専任ではないが、HIc】での診僚にも  
る度目・農場人相医師  ①周蔵糊センター（産柚の書庄医師    （∂①以外で日中、産科鯵照（分娩）に伏寧す       ③日動帯は分娩に従事しないが、当直や緊急   時に分娩に関与する医師  従事する小児科医  産科（MFICU）  新生児科（NtCU）  

常舶医師数 （研陣匠・レジ テントを除く）  常勤の甲＝蓼匿t レジデントの赦  非常山法師   密封医師歎 （研倖区・レジ デントを除く）  常勤の研捧鑑・ レジデントの叡  非常1b医師   常勤医師数 （研修贋・レジ デントを除くJ  常勤の研修医・ レジデントの歎  非欄け加星飼   
常勤医師敷 （研修医・レジ テントを除く）  補助の研体医・ レジデントの粧  非欄川邦喜銅   常勤應師厳 （研修匠・レジ テントを除く）  常勤の剛喀医・ レジデントの数  経常劃蛋師  平日の牧仰  土曜日の夜間  日曜日の夜間  平日の牧聞  土曜日の筑間  日曜日の夜間   
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